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東北地方を襲った巨大地震・津波は、未曾有の大災害を引き起こした。わが党はこの

国難とも言うべき事態に対し、党派を越えて懸命に努力を重ねているところであり、過

日は菅総理に『緊急提言(第一次)』を取り急ぎ提示した。政府もこれに真摯に対応し、4

月 7 日には早速、わが党の提言に対するフィードバックの説明がなされたところである。 

わが党は、その後も被災地の生の声や団体等からの要望を踏まえ、真剣な協議を続け

てきた。ここに、第一次提言をさらに具体化するとともに新たな提言を加え、『第二次提

言』を取りまとめた。第一提言に引き続き、政府における速やかな対応を求める。 

 

 

 

目 次 
 
    きずな基金  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ ２ 
 

【Ⅰ】政府の支援体制の確立・・・・・・・・・・・・・・Ｐ ３ 
 

【Ⅱ】被災自治体への応援体制の構築・・・・・・・・・・Ｐ ３ 
 

【Ⅲ】避難所対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ ４ 
 

【Ⅳ】被災者支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ ６ 
 

【Ⅴ】応急仮設住宅の建設促進・・・・・・・・・・・・・Ｐ１４ 
 

【Ⅵ】ライフラインの復旧 ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１５ 
 

【Ⅶ】産業の復興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１６ 
 

【Ⅷ】生活・産業インフラの復旧等の支援・・・・・・・・Ｐ１９ 
 

【Ⅸ】農業・農村支援対策・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２３ 
 

【Ⅹ】林業・山村支援対策 ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２８ 
 
【Ⅺ】漁業・漁村支援対策 ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２９ 

 
   【Ⅻ】その他     ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３２ 

 
    法制上の措置を要すると思われる事項（案）・・・・・・Ｐ３４ 
 

原発・エネルギーに関する指摘事項 ・・・・・・・・・Ｐ４５ 
 

 



2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ǔǡǱḨ  
 

 

Ẽ ─ ─  

Ẽ ─ ⁸ ♦▬◔▪☿fi♃כ⌂≥ ─ ⌐ ⇔ ≡╪

≢⅝⌂™ ┼─  

Ẽ ה ה ┼─  

Ẽ Ⱳꜝfi♥▫▪ ┼─  

Ẽ ┼─  

Ẽ ─ ╖⅛╠ ╣╢ ╩ ⌐∆╢ ─  

Ẽ ─ ⌂≥ ─ ┼─  

Ẽ ─ ⌐ ∆╢  

Ẽ ─ ⌂≥ ≤⌂╠⌂™ ⇔√ ─ ┼─  

Ẽ ⌂≥⅜ ℮ ◐ꜗfiⱭכfi┼─  

Ẽ ≤⇔≡─ ≠ↄ╡⸗♦ꜟ  

Ẽ ה ה ⌂≥ ─ ⌐ ∆╢  

Ẽ ─ ─ ⅎ┼─  

Ẽ ─√╘─ ┼─  

Ẽ ─ ⌐ ∆╢  

Ẽ ⌐ ↑√  

 

 

 
  

Ѱ↓ ᾴ

ὕ

П  

 

具体的使途の一例 
 



3 

 

 

 

 

【Ⅰ】政府の支援体制の確立 
 

ủ ⁸ ┘ ─  

 被災者支援・生活支援・産業再興・インフラ復旧等を担当する特命大臣を設置、対策

实施権限を付与し、「政治決断」を可能とする。関係省庁を調整し得る精鋭を大臣特命

审に集結させ、特命大臣をサポートする。必要な情報は特命审員を通じて的確に大臣に

集約され、方針は特命审員により速やかに関係方面に伝達される体制を確立する。 

 

ủ ⁸ ─  

 被災県ごとに副大臣クラスを長とする現地対策本部を設置し、関係省庁出向職員によ

るサポート体制を確立。本部長に一定の即応権限を持たせ、現場対応すべきは即応し、

調整を要する案件については震災特命大臣に直結する。本部員は、被災現場、避難所、

ガレキ処理現場、仮設住宅建設現場を巡回しつつ、ニーズを把握し、要望事項の取りま

とめにあたる。 

 

【Ⅱ】被災自治体等への応援体制の構築 
  

ủ 

 

 

 

被災により自治体等の行政機能は大幅に低下、事務量は格段に増大しているにもかか

わらず、各自治体からの一般行政職員の派遣は遅滞している。（３／２２付けで総務省

より都道府県・政令指定都市へ通知）。対応の長期化にも備え、政府主導による応援体

制を構築する。 

 

ủ１）派遣職員への国による財政特別支援制度＝他自治体からの職員受け入れに係る 

経費を交付金で全額措置。 

○済 ２）避難者及び避難受け入れ者に対する国の一元的な情報管理と発信。 

ủ３）機能喪失市町村・保険者等の国民健康保険、介護保険、生活保護の給付及び年 

金給付体制の整備。 

ủ４）道路法等の都道府県等による市町村等事業の権限代行制度の創設。 

具体策の提案 

 

被災自治体が自由に使える『災害臨時交付金』を創設し、ニーズに応

じて機動的な災害対策事業等を実施する。 

 

─ ⌐≈™≡ 
 

わが党の第一次提言に対する政府から

のフィードバックを検証した結果。 

 ○済 は、措置済み・対応予定 

 ○検 は、検討中・不十分 

無印は、回答なし・不明 

下線は、第二次提言の追加分 
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５）被災県ごとに被災市町村の代表からなる『災害対策連絡会議』を設け、要望や支援

策をまとめる。国との連絡調整の迅速化・効率化を図る。 

６）緊急かつ具体的なニーズの把握、被災地市町村ごとの復興再生計画の策定、政府対

策本部および各省庁間の確实かつ迅速な調整等のために関係する省庁と被災地市町村と

の連携をさらに強化する。 

７）被災者の受入れなど自治体が实施する被災地に対する様々な支援対策について国が

支援する。 

８）自治体が自発的に救援物資の輸送、保管、職員の派遣等を行う場合、その費用につ

いて災害救助法の対象とする。 

９）被災自治体の負担軽減を図るため、既存の法令等に定める災害復旧事業計画概要書

ほか各種申請書提出期限の大幅な緩和、各種申請書及び实績報告に係る提出書類の大幅

な簡素化、補助事業期間の大幅な延長など事務手続きの特例措置を講じる。 

罹災証明書の発行に係る手続きを簡素化し、迅速な発行を促す。 

１０）被災自治体における携帯電話等の通信障害を解消するため、国が、衛星携帯電話

を提供し、連絡手段を確保。あわせて、防災行政無線の復旧を急ぐこと。 

 

【Ⅲ】避難所対策 
  

 避難所ではインフルエンザなど疾病が蔓延しがちであり、 

医療の確保とともに、燃料、温かい食事、情報、寒さ対策、 

入浴、し尿処理、廃棄物処理が欠かせない。 

 

⁸ ה ─ ה ☿fi♃כ─  

①製薬業界などの協力を得て、十分な医薬品（一般用医薬品含む）、衛生用品・医療

材料を避難所へ供給できる体制を確立する。 

○済 ②ヘリコプター等の活用による緊急物資輸送力を増強する。また、民間ヘリの活用に

よる救命活動及び物資輸送に関する特例措置を講ずる。 

ủ③うがい、手洗い、マスクの着用の励行。 

ủ④初期診療を行う避難所救護センターの設置。 

例えば１０００人以上の避難所は２４時間体制で診療、 

５００人以上の避難所は日中の診療、５００人以下の 

避難所は巡回診療、看護師等による巡回も併せて实施する等。 

ủ⑤医療チームの配置等を行う調整本部を保健所に設置。 

⑥心のケアのために精神科救護所、精神科協力診療所を設置。 

燃料の配給の徹底！ 
 

ガソリン、灯油、重油な

ど、燃料を被災者・事業

者の手元まで迅速に届

けることが急務です。 

避難所救護センター 

の設置！ 
 

初期診療を行う避難所救

護センターを避難所ごと

に設置すべき。 
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⑦災害救援に提供した医薬品等の費用の弁済システムを整備すべき。 

 

⁸ ─ ⁸ ⁸ ─ ⅝ → 

①１日３食、温かい食事、栄養面に配慮した献立であるか、県に調査を依頼し、实態

把握のうえ、十分な供給が实施されるよう計画策定を求める。 

②必要に応じて食費の国庫負担を引き上げる。 

 

⁸ ↕ ⁸ ─ ⁸ ⁸ ─  

○済 ①寒さ対策（米軍から提供される大型テント、シートが効果的）、食事対策、日常生

活対策（洗濯機、物干し場、テレビ、間仕切り、入浴、し尿処理、廃棄物処理）等に

ついて、県に依頼して避難所の状況を把握する。 

ủ②避難所の現状把握のために必要に応じて要員を派遣。 

○済 ③調達困難な物資について関係業界団体などへ支援を依頼。 

ủ④新たな实施方策について極力、国の災害救助費で対応。 

ủ⑤母子コーナーを設置し、授乳等に配慮するとともに、 

乳幼児・母親については心のケア、栄養管理において特段 

の措置を図る。また、早期の仮設住宅への入居を進める。 

⑥避難所運営のマニュアルを作成するなど国・県において 

避難所の環境改善に向けて指導を図る。 

⑦避難所運営費用について運用基準を設ける。 

⑧被災自治体が民間賃貸住宅を借り上げる場合の予算措置を講じる。 

 

⁸ Ɽ♩꜡כꜟ ─  

ủ①県職員と警察官による避難所緊急パトロール隊を編成し、 

避難所を巡回し、避難住民の安全確認、人心の安定、被災者の状況や地滑り等の危険

個所の把握に努める。 

ủ②避難所からの要望には、できる限り翌日のパトロールで応える。 

 

ủ ⁸  

在宅避難者にも食事の提供等特別の支援を図る。 

 

⁸ⱱ♥ꜟה ┼─ ─  

ホテル旅館等への避難措置について、被災者への周知を徹底するとともに、手続きの

簡素化を図る。 

①県庁職員の活用とともに、被災者に馴染みの深い市町村職員をフルに動員する。 

母子コーナーの設置！ 
 

授乳などについて女性に 

特別な配慮を図るため、 

専用のコーナーを設置す

べき。 
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②現状のように避難所ごとに紙１枚を掲示板に貼るだけでなく、自己負担がないこと

や、受け入れ側の県・施設等記載した案内書を被災者に定期的に配布する。 

③被災者が住民票や罹災証明書を受入施設に提示すれば、被災県への確認などは受入

施設が行うとする。 

 

【Ⅳ】被災者支援 
 

 

ủ 

 

 

⁸ ה ה ⌐ ∆╢  

○済 ①ご遺体の尊厳を守る対応に配意する。 

②遺体の身元確認、遺体火葬施設の不足、 

死亡届手続きの遅滞等に対応するための 

相談センターを設置する。 

③保険・年金・相続等についての便宜を図る 

ため、行方不明者の「みなし死亡」を災害発生から１ヶ月を経過した場合に遺族の申請

により認める特例措置を講じる。 

ủ④現在の墓地埋葬法は指定墓地にしか埋葬できないため、柔軟な運用、もしくは甚大な

る災害による墓地埋葬の例外規定を設ける。 

⑤身元確認作業派遣医師・歯科医師等への助成、遺体検案費用への助成。 

⑥火葬・埋葬・墓地にかかる業者への緊急車両ステッカーの速やかな取得等の支援。 

⑦行方不明者の把握に供するために、国勢調査のデータを自治体に開示する特例措置を講

じる（統計法の改正）。 

⑧液状化により实質住めなくなった住宅についても被災住宅として同様の支援措置を図る。 

 

⁸ ה ─ ⁸ ─  

①災害弔慰金（災害弔慰金の支給等に関する法律） 

○済・生計維持者の死亡：５００万円、その他の者の死亡：２５０万円の早期支給に努める。 

ủ・国庫負担（従来１／２）を引き上げ、地方負担分を軽減する措置を講じる。 

②災害障害見舞金（同上） 

・重度障害に対して生計維持者：２５０万円、その他の者：１２５万円の早期支給に努

める。 

 
国の責任で「きずな基金」を創設し、諸制度の狭間で行き届かない分

野についてきめ細かい被災者への支援を実施する。 

、。 

ご遺体を大切に！ 
 

ご遺体の身元確認を急ぐとともに、

その尊厳を守りつつ火葬・埋葬を急

ぐべき。 



7 

 

ủ・国庫負担（従来１／２）を引き上げ、地方負担分を軽減する措置を講じる。 

 

⁸ ⌐ ∆╢  

ủ①支給が円滑に行われるように基金に対して国による格段の措置を講じる。 

ủ②新たな住宅の取得に資するため５００万円程度まで 

支給实施を含め特段の措置を講じる。 

ủ③災害公営住宅の用地取得費への補助の創設。 

ủ④災害公営住宅における低所得者の家賃負担の低減。 

ủ⑤宅地の擁壁等の補修に対する住宅金融支援機構の 

融資制度の創設（阪神では立法措置）。  

ủ⑥住宅金融支援機構の災害復興住宅融資の拡充（金利引下げ等）。 

○済 ⑦災害救助法上の対応において、元の場所と異なる場所に家屋を建築した場合におい

ても同様の支援措置を講じる。 

 

○済 ⁸ ה ─  

 

⁸ ה ─  

ủ①公立病院については復旧にあたって補助率の嵩上げ等 

被災自治体に实質的に負担が生じないように措置する。 

ủ②民間病院・診療所等については新たな補助措置等 

国の支援措置を導入し、最大限の支援を図る。 

○済 ③福祉医療機構の災害復旧融資の充实強化。 

○済 ④病院等の収容人員についての特例措置。 

○済 ⑤特別養護老人ホーム等の被災者受入れに伴う施設基準や入所・入院基準の緩和。（面

積・人員配置・報酬・受入期間等） 

○済 ⑥被害にあった民間関係（歯科・調剤等を含む）施設等について、低利貸付、低利融資

の貸付限度額の緩和等の实施。 

⑦医療機関・薬局における診療報酬の減尐に伴う経営の危機に対応し、民間金融機関等

からの既往貸付の返済猶予の早期实行と緊急融資・公的保証枠への柔軟な対応。 

⑧国の主導の下に、医師・歯科医師・薬剤師・看護師等をチームとしてとらえ、応援体

制を構築し、被災自治体における受け入れ体制を充实強化。 

⑨医師・歯科医師・薬剤師・看護師等の被災地での救援活動に関して支障のないように

対応すべき。 

⑩高い高齢者率及び高齢者在宅率に対応し、介護要員を確保。 

⑪被災地に医師・歯科医師・薬剤師・看護師等を派遣した医療機関等について医療法及

新たな住宅取得支援！ 
 

新たな住宅の取得のために、

５００万円程度まで支援金

を給付すべき。 

病院等の収容人員の

拡大！ 
 

病院・老人ホーム等につ

いて、入院・入所の基準

を緩和すべき。 
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び診療報酬等に関する人員基準等の要件を当面の間緩和する。 

⑫訪問看護事業所が被災し訪問看護ができないことに対応し、訪問看護等の地域ケアに

対する人的支援や柔軟な制度運用を行う。 

⑬看護師等の免許登録の遅れにより、診療報酬の算定基準等に影響がある場合、制度の

弾力的な運用を行う。 

⑭医療機関・薬局や福祉施設が自主的に行っている支援活動について支援の長期化に対

応してその費用等において国の責任で措置を図る。 

⑮被災者の救急医療から慢性期への移行に伴い、療養型施設等の退院先の確保において、

特に広域に及ぶ退院調整は、地方行政と協力しながら国が主体となって行う。 

 

⁸ ה ה ה ─  

○済 ①社会保険料免除制度の創設 

被保険者の窓口負担や保険料（健康保険、年金保険料等） 

の免除制度を創設する。療養の給付に要する費用の一部負担金、 

入院、入所時の食事療養費等にかかる標準負担額等の支払いを 

免除。（障害者支援施設等含む）介護保険、障害者自立支援法 

における自己負担分の免除。それらに係る保険者への財政支援。 

○済 ②被災により賃金の支払いに著しい支障が生じている事業所について健康保険及び厚

生年金保険料等の保険料を免除し周知する。（児童手当制度の企業負担部分の免除、標

準報酬月額の改正の特例を含む） 

○済 ③病院等医療機関、社会福祉関係施設、製薬メーカー・卸・医療関係者・医薬品配送車、

病院寝具等の取り扱い関連業者への電力・燃料の優先供給。 

④医療（歯科・調剤を含む）・介護・福祉関係者に対する 

緊急車両ステッカーの速やかな取得。 

⑤移動診療所設置に関わる特別措置及び費用補償。 

⑥慢性疾患等への対処など、 

長期的医療提供体制への支援。 

ủ⑦入浴施設に対する燃料確保等の支援 

⑧理容師・美容師が避難所で行う生活衛生改善のための实費支援。 

⑨口腔ケアなど被災高齢者への対応についての財政支援。 

⑩福祉貸付金等に対応した社会福祉協議会への専門職の派遣による人員の確保。 

⑪仮設住宅における被災者のアルコール依存症対策やうつの予防対策等に努める。 

⑫十分な衛生指導、感染症予防対策の健康相談ができる環境を整備。 

⑬在宅被災者の把握と医療・介護等の供給を確保すべき。 

窓口負担 

保険料の免除！ 
 

健康保険、年金保険

料や窓口負担を免除

すべき。 

病院への 

電力・燃料を優先供給！ 
 

病院や福祉施設などに電

力・燃料を優先して供給す

べき。 
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⑭停電対策としての在宅人工呼吸器使用者や体温調節が難しい全身性障害者へのバッ

テリーの確保等、障害を持つ被災者（自宅等避難者含む）に対する特別の支援を強化。 

⑮障害を持つ被災者に対しても、障害の個性に応じ確实に情報提供なされるよう配慮す

るともに、ヘルパーが障害者不在宅に従事しやすい環境整備を図る。 

⑯高齢者・障害者等が入居する避難施設、仮設住宅等はバリアフリーが施されるように

努める。 

⑰仮設福祉施設の建設の促進を図る。その際、人員、面積等の諸基準も緩和すべき 

⑱避難所や自宅退避者についても介護支援・障害者支援を十分に図る。 

⑲避難所や自宅退避者に対して行っている支援など、被災により障害者施設等外で行っ

ている支援に対しても財政的支援を含めた対応を図る。 

⑳障害福祉サービスの新体系への移行期間について被災施設では移行準備ができない

ことを踏まえ、特段の配慮を講ずる。 

常時介護を要する障害者の増加に対応し、被災障害者の訪問系サービス支給量を見直

す通達を全国自治体に出すとともに、その支給量の増加分について全額国庫負担とする。 

被災の影響で障害者作業所等の施設維持が困難になった場合、その運営費において国

により特段の措置を講じる。 

福祉サービスを行うための福祉車両を確保すべき。 

介護のケアマネージャーを災害対策指定公共機関に入れるべき 

 

避難所等において柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等が治療

にあたる場合の治療代の本人負担については、特段の支援措置を図る。 

 

⁸ ה ה ─  

○済 ①長期の避難生活が続く子供たちへの就学支援及び健康管理等学校生活の円滑化を進

める必要があるため園児・児童・生徒の就学支援立法を講じる。 

ア）被災児童・生徒の就学援助金として、一定額の現金給付を行う。 

イ）被災児童・生徒について授業料などの学校への納付金について、私学も含めて免

除措置を取る。 

ウ）来年度から被災により就学が困難となる児童・生徒に対する特別給付型奨学金を

創設し、就学支援を行う。 

エ）災害により市町村教育委員会が機能不全に陥った場合、都道府県教育委員会によ

る代行を可能とする立法措置を講ずる。 

オ）一時的に避難する被災児童・生徒等に係る学校の転入・転学に関する手続の円滑

实施、教科書の無償給与、学用品、学校給食費等の支給について弾力的かつ円滑に対
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応する。 

カ）被災した児童・生徒の在籍する学校においては、各学年の課程の修了、卒業の認

定等に当たり、進級、進学等に不利益が生じないように配慮する。 

キ）被災した児童生徒の学習に著しい遅れが生じる場合、可能な限り、補充のための

授業その他必要な措置を講じる。 

②被災地域からの移転先で学校再開した際の、 

教育インフラ整備などに対する補助を講じる。 

③他市町村に避難している場合、現地での保育園、幼稚園の 

入園に係る行政手続きを簡素化する。また被災地の保育料の 

軽減措置を講じる。 

④被災地内における保育園、幼稚園の経営安定支援策を講じる。 

⑤山村と都市の交流事業を拡充し、「国内短期留学制度」による子供の就学支援を实施す

る。 

⑥被災地における園児・児童・生徒に対する心のケアや学習支援などのための教職

員の増員、避難した園児・児童・生徒を受け入れる自治体における教職員の増員に対

する必要な措置を講じる。 

⑦私立学校、専修学校、各種学校等の施設の災害復旧に際し、公立か私立かによって、

教育の復興に格差が生じないよう特別な措置を講じる。 

ủ⑧専門・各種学校、短期大学、大学の授業料等の減免措置を講じる。 

 

ủ ⁸ ─ （特別立法） 

①国税に関する申告、納付等の期限の延長、自治体による同様の措置について周知、

徹底する。 

②雑損控除及び災害減免法による所得税の減免を平成２２年分の所得税に、雑損控除

を平成２３年分の個人住民税に前倒し、繰り延べ期間を５年に延長する。 

③所得税の減免（家屋もしくは家財の１／２以上が被害にあった場合、５００万円以

下については全額免除等）が受けられる災害減免法の所得要件１，０００万円につい

てこれで充分か、所得要件の撤廃も含めて 

検討する。 

④地方税の減免等（期限の延長、徴収の猶予、減免） 

について、各地方公共団体に通達に基づいた適切な 

措置が執られるよう通知するとともに、 

通達の個人住民税、個人事業税の減免の所得要件を１，０００万円についてこれで充

分か、所得要件の撤廃も含めて検討する。 

児童・生徒の就学支援！ 
 

避難所や移転先で就学する

子供たちに、教師の確保や費

用などを支援すべき。 

被災者の税金を 

大幅に軽減！ 
 

被災者に係る各種税金につ

いて大胆に免除・軽減の措

置を講じるべき。 
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⑤住宅取得促進税制の適用（住宅ローンの残高の１％の所得控除）の特例により、家

を失った場合でも控除を継続。 

⑥財形住宅・年金貯蓄の目的外払出しに係る利子等の遡及課税等の特例により、非課

税措置を適用。 

⑦相続税・贈与税について、課税価格の計算の特例を設ける。災害減免法による減免

措置の適用基準の緩和措置（家屋だけを分母としてその一定割合が被害にあった場合、

損害の分が減税となる）の周知、徹底。 

⑧住宅取得等資金の贈与税の特例措置について、住宅が滅失し居住できなくなった場合

の住宅への居住要件の免除。また、居住要件を満たせない場合の居住期限の１年延長。 

⑨事業を休止した場合の資産割に係る事業所税及び被災事業所用家屋に代替する事業

所用家屋を新増設した場合の新増設に係る事業所税の減免措置。 

⑩酒税関係の周知。 

⑪平成２３年、２４年、２５年分の所得税において、寄付金控除の控除可能限度枠を

総所得の８０％に拡大。 

 また、認定ＮＰＯ法人等が募集する寄付について、指定寄付金として指定した上で、

税額控除制度を導入し、現在の所得控除制との選択制にする。 

 さらに、寄付金控除制度及び特定の自治体やＮＰＯ法人等に寄付したい場合は、“支

援金”が有効であることを周知。 

⑫津波等により实質使用不能となった土地、家屋、農地に係る固定資産税、都市計画

税について市町村が指定する区域において免税。 

⑬被災家屋の敷地とされていた土地について、住宅用地とみなし引き続き固定資産税

及び都市計画税を軽減。 

⑭被災した住宅用地に代替する土地を取得した場合、被災した住宅用地に見合う分に

ついて住宅用地とみなし、当分の間、固定資産税及び都市計画税を軽減。 

⑮被災家屋に代替する家屋を取得し、又は改築した場合には被災家屋に見合う分につ

いて当分の間、固定資産税及び都市計画税を軽減。 

⑯被災家屋に代わる家屋用の土地を取得した場合、従来の土地に見合う分には不動産

取得税を課さない。 

⑰被災家屋に代わる家屋を取得した場合、不動産取得税を課さない。 

⑱滅失・損壊した自動車について、納付済み自動車重量税を還付。 

新たに自動車を買い替える場合、自動車取得税・自動車重量税・自動車税・軽自動車

税を免除。 
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⁸  

①被災地復興のための公共事業に被災失業者を雇用 

  被災地復興のために行われる各種の公共事業に、 

被災失業者が一定の割合（最大４０％）で雇用され 

るようにするため、吸収率制度を用いた被災労働者 

の就労促進のための法律を制定する。（特別立法） 

②被災自治体の事務・事業に被災失業者を雇用 

被災自治体の行政機能低下を補うため、被災失業者の雇用の観点から特別措置を講

じる。 

○済 ③雇用調整助成金の特例的な適用 

・災害救助法適用地域を管轄する公共職業安定所管内の事業主を支給対象事業主とす

る。また、震災や計画停電による事業中止や縮小等の影響を受けた事業主にも適用す

る。 

・雇用調整助成金等の適用要件において、被災地域の事業所等、被災地域の事業所と

相当の経済的関係にある事業所、計画停電の实施区域に所在する事業所は、生産量等

の確認期間が直近の１ヶ月に短縮されているが、この措置を当該事業所に部品等を供

給している事業所にも適用する。 

・雇用調整助成金の支給額の引き上げを検討する。 

・雇用調整助成金の申請書類の簡素化を図る。 

④特定求職者雇用開発助成金の活用及び被災者雇用支援事業の創設 

・東日本で被災した企業の雇用対策のみならず、域外に移住する人を雇用する事業主

へも助成。住宅付き被災者雇入れを行った事業主への割増助成。併せて被災者雇用支

援事業を創設する。 

・ガレキ処理等被災地における復旧事業に被災者を雇い入れた事業主へ一定の金額を

助成する。 

 

ủ⑤失業給付の特例支給等 

  被災による事業所の休業や震災の間接的影響による休業、計画停電時の休業等により

賃金を受けられない場合についても基本手当てを支給。失業給付期間の延長。 

 ⑥雇用調整助成金・中小企業緊急雇用助成金制度における「教育訓練費」について 

 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用助成金制度における「教育訓練費」について不

正防止の措置を講じた上で、引き下げ前の水準に戻すこと 

⑦新卒者の就職の支援 

  内定取り消し回避に関して事業主等に要請。 

被災者の雇用確保！ 
 

被災失業者の生活を支え

るため、復旧事業や自治体

の各種業務に被災者を優

先して雇用すべき。 
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 新卒内定者を雇用安定事業等の対象とする。 

○済 ⑧雇用労働者への転職を余儀なくされた自営業者への支援 

  被災した自営業者の公共職業訓練の受講を無料とし、訓練手当て等を支給。 

⑨復興事業関係労働力の養成・確保 

 

○済 ⁸ ─  

被災市町村において滅失した戸籍正本については、管轄法務局の保存する副本及び届

出書に基づき速やかに再製すること。 

 

ủ ⁸ ┼─ ─  

 自動車の取得に際し、車庫証明・住民票・印鑑証明等 

の提出を当面免除する等、特別の措置を講ずる。 

 

ủ ⁸ ⌐╟╢ ─ ⅝╩ ∆╢ 

 

⁸ ─ ─┼☼כ♬ ⅎ 

①分割支払いによるクレジットを利用して、生活再建のための商品を購入した消費者の

分割手数料の減免が出来るように措置を講じるとともに、クレジットカード会社に対し、

分割手数料の減免による収入減を補填が出来るような措置を講じる。 

②被災地域のカード会社では、カード会員からの支払いが受けられないケースが考え

られるため、借入資金の返済について、返済猶予と金利の減免措置を早急に講じる。 

③事業再生計画に基づく借入金返済猶予及び猶予期間の金利減免措置を講じる。 

 ④被災者延滞債権を所定ルールに基づき正常債権として位置づける。 

⑤被災者延滞債権償却に対する特別措置を講じる。 

⑥緊急性の高い小口資金融資の緩和措置を講じる。 

○済 ⁸ ↑ ╩ ∆╢（総務省・被災県） 

 

○済 ⁸  

震災遺児が安心して生活し成長できるよう 

児童養護施設の拡充や全寮制学校、里親制度の充实強化等 

をはじめきめ細やかな各般の対策を講じる。 

 

ủ ⁸ ה ─ ─  

寄付金、見舞金、義援金、募金等について、一刻も早く被災者に適切に配分されるよ

う必要な措置を講じる。 

車庫証明等の免除！ 
 

新車・中古車の取得時に車

庫証明・住民票・印鑑証明

等の提出を免除すべき。 

震災遺児に安心を！ 
 

震災遺児が安心して成長

できるよう里親制度の充

实強化等を図るべき。 
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ủ ⁸ ─  

实施されつつある被災者支援策等についての広報も含め被災者への周知徹底を図る。 

 

⁸Ⱳꜝfi♥▫▪─ⱴ♇♅fi◓ 

 国・県において、必要な地域に必要なボランティアが配置されるようマッチングを図

る。 

 

⁸  

 ①携帯電話の利用料金がかさむ被災者に対し、料金の割引措置を講じる。 

 ②余震発生直後の携帯電話通話回線を強化する方策を検討すること。 

 

⁸ ⌐ ∆╢  

 ①動物愛護管理法に基づき、被災地自治体主導による動物救護活動を实施し、その取

り組みについて、活動資金の提供等の支援措置を講じる。 

②避難者が帯同する被災動物について、避難者を受け入れる自治体営の動物愛護管理セ

ンターにおける積極的な保護預かりの实施。 

③被災地における応急の巡回診療提供体制確保のため、被災獣医師に対する動物用医

薬品・医療用具、その他診療用車両などの往診用診療器具・器材の供給。 

④被災者が居住することとなる仮設住宅をはじめ被災者の救護施設における条件付

きの動物飼育の許可及び保護預かり施設の設置。 

 

 

ủ【Ⅴ】応急仮設住宅の建設促進 
  

１）政府自ら調整機能を果たし、必要戸数の把握、目標戸数・完成目標時期の設定、資

材の調達、用地の確保、要員の確保に努め、事業全般をサポートする。 
 
２）着工・着手の期限について、現实を踏まえ特別通知等で明示する。 
 

３）応急仮設住宅メーカーだけでなく、他の住宅産業界にも協力を依頼。 
 

４）用地について各省庁から国有地等を提供、経済団体を通じて地元企業から提供を推

進する。併せて、民有地の積極活用を図る。 
 

５）政府担当部局と建設会社代表による「応急仮設住宅建設推進会議」を開催し、建設

目標や段取りを確認。 
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６）大臣特命审より担当官を現地に派遣、進捗状況の把握、建設促進にあたる。 
 

７）仮設住宅のバリアフリー化を図る。 

 

８）仮設住宅の建設事業に被災者を優先雇用する。 

 

 

【Ⅵ】ライフラインの復旧  
 

⁸ ─  

○済 ①全国の電力会社、工事協力会社から応援要員、送電・変電用資機材を投入。 

○済 ②配電設備の復旧は、病院、避難所、警察、消防など、送電が特に急がれる個所を優

先。 

③耐震設計面の強化と同時に送電系統などを二重化する。 

ủ④送電を急ぐために、すべて架空線で応急措置を講じる。 

 

⁸●☻─  

 応急的な手当てで応急復旧させることはできず、安全を優先しながら確实に直す必要

がある。ガス管に流入した土砂等を除去する必要があり、電気に比べて復旧に時間を要

する。 

○済 ①全国のガス会社から要員を動員。 

ủ②復旧作業の拠点となる前進基地を各地に確保。 

③大きな地震を感知すると自動的にガスを遮断する機能を備えたマイコンメーターを

普及促進する。 

④腐食や地震に強いポリエチレン管やメカニカル継手を普及促進する。 

⑤供給停止を行うブロックを細分化する。 

 

⁸ ─  

○済 ①単なる復旧でなく、建設時より強度を高くし、復旧後の安全を確保する。 

○済 ②列車線と電車線のつなぎ替えや逆線運転、仮設ホーム・仮駅の設置など、従来にな

い発想で使用可能な線路を最大限活用する。 

○済 ③不通区間の段階的な開通に対応し、ダイヤ改正を頻繁に行う。 

○済 ④バスによる代替輸送と、そのための応援要員を確保する。 
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【Ⅶ】産業の復興 
 

 

 

 

⁸ ┼─  

①復旧復興に向けた産業振興として、新事業を開発する取り組みのプロジェクトリー

ダーとして貢献できる人材を派遣するとともに、部品調達等に対するマッチング等ソ

フト面での支援施策の充实・強化する。 

②地域の中小企業が、自治体とともに一体となって進める再建事業に参加する中小・

小規模企業の復興投資に補助を行う。なお、その復興投資には地域の中核となって参

画する大企業にも必要に応じ一部補助を行うことを検討する。 

 

ủ ⁸ ה ꜡♀ה ─ ה  

①今回震災の影響を受けた事業者の救済措置に関する特例法を創設し、基金を設けて

利子補給を实施、事業再開資金の給付・補助、無利子貸付等を行う。 

②激甚災害法上の被害を直接被害、間接被害（被災工場の取引先等）を含め、激甚法

被災地区での雇用等を勘案して補助要綱を改訂。 

③中小企業信用保険法（保証協会）の改正等、「震災特別保証」としてセーフティー

ネット保証と別枠で設定して、貸付保証枠の拡大を行うとともに、指定業種の特例措

置や認定要件の大幅な緩和（直接被害のみならず、風評被害・計画停電等の間接被害・

三次被害も対象）も行い、融資枠を超拡大する。 

直接被害中小企業・小規模事業者については、無担保・無保証人融資を可能とし、保

証料を免除。その他についても保証料を軽減する。 

④政策金融公庫の災害復旧貸付、商工中金の危機対応業務の事業規模の大幅な拡充、

間接被害・三次被害への幅広い適用、貸付限度額の拡大・貸付上限の緩和を行う。 

○済 ⑤災害復旧融資制度の創設 

 生鮮食料品を扱う大規模小売店舗、食料品関連産業に係る施設、広範な下請企業や取

引先を有し、その復旧の遅れが被災地域の復興にとって大きな障害となる被災製造企

業等については日本政策金融公庫を活用し、財投資金を原資とした「危機対応融資」

の新たな枠を設定し、貸付額を倍増する。金利は实質ゼロ金利とし、このため必要な

利子補給の予算措置を行う。 

⑥マル経融資について 

被災事業者について融資限度額（１，５００万円）の拡大、据置期間・貸付期間の延

長、金利の更なる引き下げを行う。 

 
国の責任で「きずな基金」を創設し、諸制度の狭間で行き届かない分野

についてきめ細かい被災事業者への支援を実施する。 



17 

 

 

⁸ ─  

 地域金融機関が、中小企業・小規模事業者の金融支援に万全な対応を図るという自ら

の機能を確实に果たすための基盤強化の枠組みを、早急に講じる。 

 

⁸ ─  

①中小企業の支援を行う商工会等の仮設事務所の整備、巡回相談体制（車購入支援等）

を早急に整備すること。 

②被災地域における商工会議所・商工会等の機能の復旧に対する国からの強力な支援

を行い、地域支援、経営支援機能をもつ経済団体への事業機能の維持・整備を図る。 

③政府が講じた施策について、商工会議所等の経済団体に対して迅速に情報提供すると

ともに、加盟企業・非加盟企業に対しての周知を図れるような態勢を整える。 

 

ủ ⁸ ה ─  

 地方公共団体、第３セクターに無利子融資。 

償還期間２０年、据置期間５年。 

 

⁸ ─ ⌐ ↑√  

 ①物流機能の早期回復 

②基幹港（仙台港等）及び背後地（倉庫団地等）の早期機能回復に向けた国の支援 

③通信インフラの早急な整備 

 ④石油関連設備（製油所・油槽所等）の機能維持 

 ⑤小規模事業者支援に必要な物資及び活動拠点の整備に対する支援 

 ⑥関係諸資材の供給円滑化に関する行政指導 

⑦燃料の確保、特に業務用燃料（軽油、灯油、重油等）の優先的な配慮、被災地Ｓ.

Ｓの復旧と資金繰り支援 

 ⑧下請け中小企業の工業団地等への早期移転の支援 

 

ủ ⁸ ─ ⁸ ─  

①金融機関に対して、被災した中小・小規模事業者からの貸付条件の変更等の申し込

みについて、積極的な対応を行うよう一層の徹底に務めること。（实質的な支払猶予

（モラトリアム）の实施）   

②未決済手形・小切手の決済猶予を当面継続し、振出人・受取人双方につき、超低利

の決済資金貸付を創設・实行。 

③災害復旧高度化事業の据置期間を延長。 

仮設の工場・店舗の整備！ 
 

当面の事業再開のために、仮設工場・

仮設店舗等の整備促進を図るべき。 
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④中小企業倒産防止共済の共済金貸付限度額を引き上げ、貸付期間を延長。 

 

ủ ⁸ ─ ה  

 貸付利率引き下げ、貸付限度額引き上げ、償還期限・据置期間の延長等。 

 

ủ ⁸ ─  

 中央卸売市場の災害復旧制度の創設 国庫補助２／３（財政援助一括法） 

 

ủ ⁸ ─ ⌐ ∆╢ ─  

①法人税の繰戻し還付 

 法人において震災損失金額の全額について２～５年間まで遡って繰り戻し還付。 

 発災後１年の間に仮決算の中間申告により繰り戻し還付。 

○済 ②法人の利子・配当等に係る源泉所得税額の還付 

 震災損失額を限度として、利子・配当等につき源泉徴収された所得税額のうち法人税

額から控除しきれなかった部分を還付。 

 ③設備投資に係る特別償却等 

被災企業の設備投資に係る特別償却、買換え特例の实施。 

 ④被災事業用資産の損失の還付等 

 被災事業用資産の損失の必要経費への算入。 

 青色申告者については、被災事業用資産以外の損失を含め、２２年分所得で純損失が

生じた場合、２１年分所得への繰り戻し還付。 

 被災事業用資産の損失による純損失を繰り越し可能期間５年。 

個人住民税も同様とする。 

 ⑤法人事業税、法人住民税について条例の定めるところにより災害減免措置を講じる。 

 ⑥滅失・損壊した償却資産の所有者等が被災地域において償却資産の代替資産を取得

し、または改良した場合には課税標準を軽減。 

 ⑦災害に伴い耕作が困難となった農地についての納税猶予を継続すると共に非上場株

式等の納税猶予制度の適用要件を緩和する。 

 ⑧災害減免制度の適用・手続きを簡素化する。 

 ⑨被災した取引先に対する売掛金や貸付金等を免除した場合には、貸倒損失として弾

力的に損金算入できるようにする。 

 

⁸ ה ┼─  

ủ①被災企業の取引先倒産、全国的な物資・資材（特に建築資材）の逼迫、震災に起因

した行事・旅行等のキャンセルによる三次被害に関して特別措置を講じる。特に資金
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繰りについて万全の措置を講じる。（再掲） 

 ②大震災に起因する行事等の自粛については、経済活動全般に考慮しかつ被災地の要

望も踏まえ、改善を図ることが望まれる。その際、被災地支援のためのチャリティー

を加味する機運のさらなる喚起が期待される。 

 ③震災の及ぼす全国的影響に配慮し、中小企業への積極的支援策を講じる。 

 

ủ ⁸ ה  

①全般：金融商品時価会計の一時凍結等暫定措置 

    期末棚卸の簡素化、免除及び会計士立会いの省略 

②金融取引法関連：有価証券報告書提出期限の延長 

③会社法関連：被災地大会社への会計士訪問の自粛と監査の簡素化 

       決算取締役会の時期、定数規定の緩和 

④取締役会決議による定時株主総会開催延期・議決権行使基準日設定変更の周知・徹底。 

 

○済 ⁸ ⌐ ∆╢ ⅝─ ─ ─ ⁸  

 

○済 ⁸ ─ ≡ ─ ─ ⁸  

 

⁸ ⌂ ─  
 災害の発生に乗じた不適切な取引を防止するため、市場の厳格な監視を行う。 

 

 

【Ⅷ】生活・産業インフラの復旧等の支援 
 

ủ ⁸●꜠◐ ⌐ ⇔≡ ─ ⁸ ⌐╟╢  

①全半壊・一部崩壊家屋等も含めて家屋等の解体・撤去は全て公費で賄う。 

②自治体の要請に基づいて、家屋等の解体、撤去、搬送に自衛隊が協力する。 

③公私の区別無く、宗教施設も含め、全て公費の対象とする。 

④災害救助法を改正し、 

都道府県においてガレキ等の処理が行えるようにする 

とともに、費用は被災自治体負担が生じないようにする。 

⑤政府の「損壊家屋等の撤去等に関する指針」 

を周知徹底する。 

⑥ガレキ撤去に際しては、被災者の心情や文化財の保護等に配慮しつつ行う。 

⑦災害復旧において境界標識を保存するよう努める。 

早急な廃棄物処理！ 
 

ガレキ・廃棄物の処理に

ついて、国の責任で早急

に対応すべき。 
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⑧沈没漁船等の海のガレキに対しても同様の対策を講じる。 

 

ủ ⁸▬fiⱨꜝ ─√╘─ √⌂ ─  

 激甚災害の指定による公共施設の復旧事業に対する国庫負担の引き上げに加え、イン

フラ復興のための新たな補助制度を導入する。その際、地方負担分については、補助割

合等を再検討し、被災自治体の負担が实質的に生じないようにする。その際、措置につ

いて被災自治体に周知の上、被災自治体が安心して事業ができるよう対応を図る。 

①公園、街路、都市排水施設、上水道、一般廃棄物処理施設、交通安全施設、改良住宅

等について、補助率を現行の１／２から８／１０に引き上げる。 

②激甚法の対象にならない社会福祉施設については、補助率を現行の１／２から２／３

に引き上げる。 

③公立病院については補助率を２／３に引き上げる。 

④政策医療を担う民間病院については、新たに国の補助を導入し補助率を２／３とする。 

⑤港湾の付属施設、荷役機械、環境整備施設等は、立法措置により特段の補助及び無利

子貸付の措置を行う。 

⑥工業用水道については、新たに国の補助を導入し、被災県内の工業用水道事業は補助

率８０％とする。 

⑦鉄道施設については、通常１／４の補助率を１／２に嵩上げし、鉄道軌道整備法上の

補助要件（赤字要件）の緩和及び低利融資を行う。 

⑧空港については、通常８／１０の補助率を９／１０に嵩上げ。 

⑨津波により港湾内に沈没した船舶、自動車等の引揚、処理に対する補助制度の創設。

沈廃船については、通常１／３の補助率を２／３に嵩上げ。 

⑩交通事業施設（空港ターミナルビル、船舶・旅実施設、造船施設、バス事業・貨物運

送事業の施設）については、補助率２／３の創設。 

⑪道路、河川、港湾等の公共施設の災害復旧については、激震災害制度により対応。 

 

⁸ ה Ⱡ♇♩꞉כ◒─ ה  
被災地域の交通・物流ネットワーク（３セク鉄道、バス、離島航路、物流拠点）の復

旧・復興に向けて支援の拡充を図る。 

 

○済 ⁸ ─ ה ─  

 被災により自治体行政機能が大きく損なわれたことや被害が甚大に及んだことに鑑み、

市町村が提出する農地・農業用水路・漁港などの農林水産業関連の災害復旧計画に関して、

提出期限（災害発生後６０日以内）を延長すると共に、計画期間（原則３年）を延長する。 
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⁸ ─  

 電力、ガス、鉄道、通信に係る被災施設の復旧に対して、政府系金融機関による低利

融資制度を創設。 

 

⁸ ─  

 被災地の建設土木業は自らが甚大な被害を受けているにも関わらず、発生直後より復

旧作業を行っている。これらの企業及び被災地の雇用の確保のため、必要な措置を講じ

る。特に、滅失した工事目的物、仮設物、搬入済み資材、建設機械・機具等に損害が講

じた場合、現行の公共工事標準請負約款によるとリース企業に過大な負担が生じるため、

必要な支援措置を講じる。 

 今後の復旧・復興にあたっては、地元企業の優先発注・活用を行う。 

 

⁸ ─  

①被災地域の復旧・復興事業に関し、地元事業者への優先発注を徹底するとともに、被

災地域の物産の販売促進を支援する。 

②今回被災した企業が既に受注し契約を取り交わした官公庁関連の納期等の契約履行

に関して、個々の企業事情を勘案の上、格段の配慮を行う。 

③今回の災害の状況を鑑み、民間取引についても納期等の契約条項の弾力的運用に関す

る政府通達等を発布する。 

 

ủ ⁸ ה ─ ┼─ ─  

①被災者向け優良賃貸住宅の割増償却。 

②被災区域内の土地等を譲渡ないし取得する場合、原則として１００％の割合により、

圧縮記帳による課税の繰り延べ。 

③被災した建物、機械装置、構築物、船舶、航空機、車両の代替資産又は被災区域等

において取得する一定の建物、構築物、機械装置につき、特別償却。 

④買換え特例に係る買換え資産の取得期間を２年まで延長。 

⑤大震災により滅失・損壊した工場、事務所等の建物に代えて取得する建物及びその

敷地に供する土地につき、所有権の保存・移転登記、その取得資金の抵当権の設定登

記に係る登録免許税を免除。 

⑥滅失・損壊した船舶、航空機を再建造又は新たな取得時における保存登記に対する

登録免許税を免除。 

⑦政府系金融機関等が被災者等を対象として行う設備資金等の特別貸付に関して作成

される消費貸借に関する契約書について、印紙税を課さない。 
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⑧滅失・損壊した建物の代替建物、敷地に供する土地の取得、損壊した建物の修繕に

係る建設工事の請負契約書・不動産の売買契約書に係る印紙税を非課税。 

⑨大震災により滅失、倒壊した事業用家屋・ 

償却資産の所有者が、これに代わるものを 

取得した場合に、固定資産税を長期にわたり軽減。 

⑩津波等により实質使用不能となった土地、家屋、農地の 

固定資産税、都市計画税について市町村が指定する区域において免税。（再掲） 

 

 

①被災者たる借家人は、新たに建築された賃貸物件に優先的に借家権を得ることとす

る。 

借地人において借地上の建物を登記する事によって借地権を確保していた場合、建物

が滅失しても借地権が失われることがないよう５年間確保される。 

②借地権の残存期間が政令施行の日が１０年未満の場合、１０年間に延長される。 

 

⁸ ─ ─  

紛失権利証（登記済証・登記識別情報通知書）再発行の検討と不正登記防止申立制度

の周知・徹底。 

 

⁸ ╛ ⌐⅔↑╢ ─  

①被災地域における地籍調査や防災集団移転促進事業については、税制特例・事業要

件の緩和等により、被災自治体に实質負担がかからないようにする。 

（防災集団移転促進事業については、補助率を３／４から９／１０に嵩上げ） 

②復旧のための地籍調査等を国の責任において助成するとともに、これに役立てるため、

衛星画像を活用するためのＧ空間情報データセンター（仮称）を設置する。 

 

⁸ ─ ⁸  

○済 ①災害ゴミ（ガレキ等）については、震災廃棄物対策指針（平成１０年１０月）にお

いて市町村の責任とされているが、これを国及び県の責任で行うこととする。その際、

資源ゴミ等のリサイクルを積極的に活用する。 

ủ②国及び県の責任において災害ゴミの捨て場を確保する。 

ủ③し尿処理については、国及び県の責任において処理を行い、速やかに合併浄化槽な

どを設置する。 

○済 ④環境アセスメントの対象事業１３事業のうち、災害復旧にあたって、必要不可欠、

固定資産税の免除！ 
 

津波等により使用不能と

なった土地について、 

固定資産税を免除すべき。 
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かつ緊急を要するものに関しては、同法が定める一部手続きの簡略化、省略化を認め

る。 

 ⑤ガレキ撤去に際しては、アスベスト対策を講じる。 

 ⑥ゴミ処理のための集積場において産業廃棄物業者による不法投棄に対応するための

警官の増員等の措置を講じる。 

 ⑦今後、上水道の復旧とともに下水道にさらに負担が掛かることが予想されることを

踏まえ、国が自治体と一緒になって早期復旧に努める。 

 ⑧被災地の衛生管理、防疫のため、消毒等を徹底する。 

 

【Ⅸ】農業・農村支援対策 
 

⁸ ⅜ ⌂  

ה ─  

①復興再生のための理念や特別の措置を定める必要性とともに、 関係法律が多岐にわ

たることも考慮し、「農林漁業及び農山漁村の東日本大震災からの復興再生のための特

別措置法」（仮称）を制定すること。 

②目的、理念、関係者の責務、復興再生計画、特別な措置等について定めること。 

③被災地域の復興再生計画の策定に当たっては、我が国農林漁業における被災地域の位

置づけと復興へのマスタープランを明確にし、地域や関係団体等の意向も踏まえ、万全

の措置を講じること。 

④激甚災害法や原子力損害賠償法などの既存の法律で対応できない事態に十分対応で

きる法律とすること。 

⑤被災者救済のための基金を設置し、農林漁業経営再開資金の給付、補助、無利子貸付

等を行なうこと。 

 

ủᵑ津波被害による塩害対策や灌漑施設の地盤沈下等に対応し、農地の復旧や新施 

設設置についての特段の支援措置を講じる。 

②農業・農村の振興に向けた農地基盤再生対策     

 ・農地再生計画等の策定 

 ・復旧不可能農地等について国による特例措置 

 ・天災融資法の改正・発動 

③復旧再生のため、農地と市街地との線引きの見直しや換地等が可能となるよう、土地

改良法と都市計画法を一体的に運用するための見直しを行うこと。 
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④土地改良法を改正し、事業計画と換地に係る２／３の同意要件を大幅に緩和すること。

（第８５条関係）（津波被害を受けた地域などにおいては所有者が死亡もしくは行方不

明となっている地域もある） 

⑤区画整理事業を激甚災害法の対象とすること。（農地の復旧は原形復旧が原則となっ

ているが、原形復旧が意味をなさなくなった地域もあり、区画整理方式によらざるを得

ない） 

⑥災害復旧事業の期間を３年間ではなく、さらに長期とすること。（復旧を急ぐことは

もちろんであるが、液状化現象など被害が大規模・広範囲に及び、復旧事業の長期化が

想定される） 

⑦農地や水路、共同利用施設等の復旧に当たっては、国庫補助の嵩上げなどを含め、被

災自治体や農家の实質的負担が伴わないよう万全の措置を講じること。 

⑧土壌の除塩・放射性物質の処理について、新たに災害復旧事業の対象とすること。特

に、除塩については緊急的に補助率のかさ上げ措置を講じること。 

⑨農地の放射性物質による被害は長期かつ広範囲に及ぶと想定されることから、その復

旧については、原子力災害対策特別措置法に基づき原因者負担を伴なう新たな仕組みを

創設すること。（カドミによる土壌汚染復元事業を参考にすること） 

⑩被害農地をいったん公有化し、土地改良事業を实施した上で農地を貸し出すリース方式

の事業等を創設すること。（諌早湾干拓事業の農地リース方式等を参考にすること） 

 

 

①「激甚法」及び「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措

置法」について、対象の拡大、融資限度額の引き上げ、償還期間の延長などの特例措

置を講じること。 

②農業関係債務の免除及び国による債権の買い取りについて、貸し倒れ引き当てなど

十分な資金手当を講じること。（今回の災害により全てを失って離農せざるを得ない

農業者、死亡あるいは行方不明となっている農業者も多く存在する） 

③被災地域の農協、漁協等について、合併を支援する新たな法的枠組みを創設すること。 

 

∕─  

①農業者年金、制度金融及び農の雇用事業等各種制度・事業について特例措置を講じ

ること。 

②農業者年金の保険料納付免除や追納措置、国庫補助保険料の継続などについて法的

措置を講じること。 

③農業委員会法の改正により、被災地域における農業委員選挙の延期、委員の任期の
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延長を可能とする措置を講じること。（今年７月に３年ごとの改選時期を迎える地域

が全国で約６割を占める） 

④卸売市場法を改正し、中央卸売市場の災害復旧について補助率を２／３にかさ上げ

すること。また、地方卸売市場に対しても阪神淡路大震災と同様の措置を講じること。 

 

⁸ ⅜ ⌂  

①納税猶予対象農地の取り扱いについて、経営再開が困難になった被災農地について

は経営廃止や耕作放棄と見なす期限の確定を行なわないこと。 

②被災農地を譲渡ないし取得した場合、譲渡所得に対する特別控除の引き上げと１０

０％の圧縮記帳による課税繰り延べ措置を講じること。 

③被災農地や被災倉庫等に係る固定資産税の免除及び登録免許税の減免措置を講じる

こと。 

④建物、構築物、機械装置等について特別償却を認めること。 

⑤ 津波被害を受けた農地について、開墾地免税制度を参考に、被害農地で生じた農業

所得に対しては、当面の間（５年程度）非課税とすること。 

⑥被災ＪＡ等長期にわたる復旧・復興の支援のため、全国のＪＡ等が拠出する分担金

や支援物資を提供した場合には、損金算入を認めるなど特例措置を講じること。また、

ＪＡ役職員や農家組合員などが实施している募金等について、特定寄付金に準じた扱

いにすること。 

⑦貸出金や購買未収金等に係る所要の引当金に対する無税償却・税額控除など、協同

組合組織に対し被災に伴う各種の税制特例を講じること。 

 

⁸ ⅜ ⌂  

①農業経営の再開が困難な農業者の既往債務の償還について、償還金の減免措置を講

じること。 

②被災者の運転資金及び経営再開資金について、据置期間、融資期間、貸付期間、貸

付限度額等に十分配慮した融資制度により手当てすること。 

③農業共済の損害評価の簡素化、再保険の早期支払い、共済金の迅速な支払いと掛け

金の支払い猶予措置を講じること。また、塩害地域における土壌分析結果から作付け

可能となった場合においては、農業共済の引き受け対象となるよう配慮すること。 

④生乳廃棄を余儀なくされている酪農家等の経営を維持するため、一時金の支出や無

利子化の措置を講じること。 

⑤地震・津波災害や放射性物質に係る出荷規制を受けた農家等について、万全な資金

繰り対策を講じること。 
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⑥ＪＡ等の農林水産団体についても、中小企業と同様に、保証保険制度の拡充（信用

保証協会１００％保証の継続、農業信用基金協会の１００％再保険適用など）により、

金融機能の円滑化に努めること。 

 

⁸∕─ ⅜ ⌂  

ủ ①各種交付金の要件の緩和と被災地への特例措置を  

講じること。 

②春からの営農に必要な用水路等施設の補修や、 

肥料・農薬・種子・育苗用資材等、生産資材の 

製造・配送に必要な重油や輸送燃料等を確保すること。 

③米の円滑な流通及び備蓄対策の見直し。 

④復元後、減収・品質务化が生じることが想定されるので、栽培技術・販売等につい

ての支援を講じること。 

⑤農地基本台帳等が消失した市町村における今後の事務処理と再作成費用の支援を講

じること。 

⑥地域復興の要である農業団体（農協、農業共済組合、農業委員会、土地改良組合等）

等への支援を強化すること。 

⑦地震の影響により、家畜市場の開催中止が長期間に及んだ場合、出荷が遅延した子

牛の飼料代等を助成すること。 

⑧被災による影響で、食肉・食鳥処理場が稼動停止等の場合、飼料代や出荷遅延によ

る損害についても特別支援すること。 

⑨飼料や燃料の不足により死滅する鶏が多発するなど採卵養鶏・ブロイラー農家に対

して特別支援すること。 

⑩出荷制限中に、安定供給を名目に海外から安価な乳製品を輸入することは、国内産

地の需給に非常に重大な影響を及ぼすことから、安易に行わないこと。 

⑪ 農業、林業、漁業、食品・木材産業において、復興に必要なパイロット的事業に対

し、迅速に対応できる「速決型定額補助金」を創設すること。 

⑫農業者の経営再開に向け、万全の支援措置を講じること。 

⑬ 災害復興再生事業を創設し、被災した個人農業者についても対象とした上で、トラ

クター、自脱式コンバイン、園芸温审等復興に必要な施設について支援措置を講じる

こと。 

⑭農山漁村で被災者を受け入れる際の取組について支援策を講じること。 居住地を移

して農業経営の再開を希望する農業者に対しては、農地、住居等の提供に努めること。

（全国にある農山漁家、農業経営体、水産会社、地域の中小企業等の資産を活用すれ

食料生産に 

電力・燃料を確保！ 
 
営農、畜産、酪農など食料

生産関連施設に必要な電

力・燃料・水を確保すべき。 
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ば、仮設住宅だけの支援に比べ、生活の面からも財政的にも有効） 

⑮夏場の電力規制に備え、酪農家など電力を多く使用する農家に対し、自家発電機の

購入に対する支援措置を講じること。 

⑯放射性物質の測定のための機器の整備について、支援措置を講じること。 

⑰農地基本台帳は農地の権利関係の全てを記述しており、今後、この台帳が消失した市

町村においては膨大な事務が必要となることから、事務処理と台帳の再作成費用につい

て支援措置を講じること。その際、水土里情報等の活用に努めること。 

⑱ 原発事故の影響を受け、休業や制限区域外での営業を余儀なくされているＪＡ等に

ついて、雇用調整助成金の対象とすること。 

 

⁸ ⅜ ⌂  

①米の生産目標数量の配分に当たっては、明確な方針のもと、早急に決定すること。

見直しや風評被害に伴う補償等については万全の措置を講じること。また、他地域と

の間で調整することで必要となる種子籾の確保について支援を行うこと。２３年産の

備蓄米として既に契約している米については、主食用米の確保を優先する観点から、

調整しきれない数量について特例的に免責できるよう配慮すること。 

②津波被害を受けた農地では数年間にわたり作付け不能の恐れがあることから、休業

補償措置を講じること。 

③原子力損害賠償紛争審査会を立ち上げ、補償に関する方針や対象範囲を早期に具体

化すること。 

④放射性物質に係る出荷規制を受けた農家等について、避難者に対する補償と同様の

補償措置を講じること。 

⑤原発の被害について、入荷拒否や価格下落等、風評被害の補償を含め、農畜産物に

対する万全の補償措置と一時金の支払いを实施すること。 

 

⁸∕─ ⌂  

ủ①下記の事業等に必要な電力・水・燃料等を確保すること。 

・営農ならびに集出荷場、選果場の稼働や輸送 

・畜産酪農、飼料、家畜輸送、集乳車 

・飼料工場・飼料のストックポイントや港湾施設・サイロ・倉庫 

・食肉・食鳥処理場や鶏卵ＧＰセンター等 

・屠場・レンダリング施設 

②地震の混乱により、安全な防疫体制が取れないため、口蹄疫や高病原性鳥インフル

エンザ等の家畜伝染病の発生及び蔓延が危惧される。そのため官民挙げて万全の防疫

体制が取れるよう、全力を尽くすこと。 

③乳牛工場への原乳受入ができるようにするため、紙パック等資材について、確保す
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ること。 

④飼料不足や余震のストレス等による乳量減や乳質の低下に対しても特別支援するこ

と。 

 ⑤生乳の自主廃棄を強制されている区域において、産業廃棄物車での集乳、下水道へ

の廃棄などの緊急対策を实施すること。 

⑥夏場の需給ひっ迫に対応するため、被災していない都道府県での生乳増産に努める

こと。 

⑦土地改良関係 

ア）農地の復旧事業においては、事前着工など弾力的な対応に努めること。また、都

道府県の技術者の活用に努めること。 

イ）被災により土地改良事業負担金の償還が困難となった負担金の支払い猶予及び無

利子化措置。 

ウ）今回の災害復旧事業に当たり換地事務が必要となる場合、換地事務を補助対象と

すること。 

エ）経常賦課金の徴収が困難となった土地改良区への支援。 

オ）賦課台帳を逸失した土地改良区など、事務所体制の整備に対する支援。 

⑧ ＪＡ等が農業倉庫で集荷・保管していた２１〜２２年産米が浸水により販売できな

くなっている「農家から販売委託された米穀」について、農家支援の観点からの補償

支援を行うこと。また、損害補償のない大豆などの保管農産物、種子、農機、配送資

材等に対する補償を行うこと。 

⑨被災地域の農業共済組合に対する支援措置を講じること。 

⑩農地復元後、減収や品質务化が生じる恐れがあることから、栽培技術の普及に努め

ること。また、改良普及事業への支援に努めること。 

⑪風評被害防止のため、原産地表示を細分化するなど、適切に対応すること。 

⑫日本からの農水産物の輸入規制を实施している国に対し、事实関係と我が国の取り組

みについて十分な理解を求めること。安全証明書の発行について早急に検討すること。 

⑬被災地の厚生連病院においては員外利用制限の適用を除外することとし、その周知

に努めること。 

 

 

【Ⅹ】林業・山村支援対策 
 

⁸  

①被害の甚大な海岸林や治山施設、林道など被害状況の早急な把握と復興に努めるこ

と。その際、改正森林法による行政の立ち入り調査、土地の使用権設定に関する新た

な仕組み等を活用すること。 

②仮設住宅用地やがれき一時置場として利用可能な国有林野所有国有地を提供するこ
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と。 

③仮設住宅建設に必要な大量の杭丸太用原木を国有林から迅速に供給すること。 

④復旧・復興に必要な木材の安定供給のため、関係業界と密接に連携し、国産木材の

確保と価格の安定に努めること。 

⑤仮設住宅に必要不可欠な合板について、被災した関連企業に対する支援、国産合板

の安定供給に努めること。 

⑥合板に関する投機的行為の防止、非ＪＡＳ製品の乱用防止（シックハウス対策）、合

板原木の確保・運搬に努めること。 

⑦合板等の木材製造用機械等の再整備に特別の支援策を講じること。 

⑧林業・木材産業への金融・保証支援を行うこと。 

⑨林産物の流通・消費へ無用な混乱が生じないよう適切な対応に努めること。 

⑩被災地の森林組合等、林業事業体の復興活動を支援すること。 

 

⁸ ⌐ ↑√ √⌂ ╡ ╖ 

①ガレキに含まれる大量の木質系災害廃棄物（推定５００万トン以上）を木質系バイ

オマス発電等に有効利用すること。（一般廃棄物として処理するよりも、環境対策とし

ても費用対効果の面からも有効） 

②売電収入により運営費用をまかなうことを原則とし、ドイツの例を参考に、発電種

別（小水力、バイオマス、太陽光など）や規模別（地域の小規模のものは高く設定）

に売電単価を設定すること。（再生可能エネルギー電力固定価格買い取り法の修正） 

 

【Ⅺ】漁業・漁村支援対策 
 

⁸ ╩ ∆ⱴ☻♃כⱪꜝfi─  

①被災地は日本の水揚げの約四分の一を占める我が国水産業の中心的な地域である。

被災地における漁業・養殖業の再生、復興は水産食料の安定供給にとり欠かせないこ

とに鑑み、地域水産業の再編の姿をマスタープランとして作成すべきである。 

②その際、従来の枠組みにとらわれず、国が全面的に支援する新たなスキームと十分

な予算措置を講じるべきである。 

 

⁸ ┼─  

放射能汚染水の海への放出は、漁業関係者を無視し無責任に行われ、我が国漁業に多

大な影響を及ぼした。二度とこのような事態がないように周知徹底を図るとともに、
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放出による影響を幅広く調査し情報を開示すべきである。 

 

⁸ ⌂ ⅜ ⌂╙─ 

①本格復旧・復興の着手に必要な被害状況調査。 

②地域水産業再編のマスタープランの早急な策定（地元との十分な協議が必要）。 

③漁港、漁場に係る漁船等海底障害物の国による撤去、処理。沿岸域を含めた資源・

漁場環境調査の早急な实施。 

④日本の漁業全体を俯瞰した漁船・漁具等の国による斡旋の实施と取得費用の助成。 

⑤改修・修理等で早期に使用可能となる漁船・漁具〈定置網含む〉・養殖施設・荷さば

き所・製氷冷凍冷蔵施設等の共同利用施設、加工施設、造船所等の復旧・  整備。 

⑥激甚災害法に基づく漁場・インフラ復旧の早期实施。 

⑦漁業共済・漁船保険の早期支払いと国による財源の確保。 

⑧事業再開のための無利子・無担保・無保証・長期融資制度の創設（信用保証の拡充

強化）。 

⑨既往債務の特例措置。 

⑩漁協の再建に対する支援。 

⑪海底障害物処理事業等への被災漁業者の緊急雇用。 

⑫漁業集落の地盤嵩上げ等漁村再建に対する支援。 

⑬出荷自粛や風評被害により被害を受けた漁業者や関係事業者に対して、万全の補償

を行うこと。 

 

ủ ⁸ ꜝfiⱨ▬ה  

①現行制度の拡充 

・激甚災害法の補助率等を検討し、被災自治体の負担が实質的に生じないようにす

る。 

・漁業活動にとって不可欠な荷さばき所、製氷冷凍冷蔵施設、共同作業場、養殖施

設等の共同利用施設の災害復旧について、地方公共団体の所有するものも「暫定法」

の対象とする(政令改正で対応可)。 

・災害関連漁業集落環境施設復旧事業の補助率の引き上げ等により被災自治体の負

担が实質的に生じないようにする。 

  ②新たな制度の創設 

・漁船等海底障害物の国による撤去、処理(海のガレキ処理) 

・水産関係施設の冷凍冷蔵庫にある水産物等の処理について、その作業に被災者を

雇用することを含め、特段の措置を講ずる。 
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⁸ ה ה ─ ⁸ ה ─  

   ①現行制度の拡充 

  ・もうかる漁業事業(大中まき網、サンマ大型漁船など)を拡充するなど被災漁船の

代船建造を促進 

   ・激甚災害法の改正による補助対象等の 

拡大・充实（小型漁船のトン数５トン 

上限撤廃等） 

②新たな制度の創設 

      ・冷凍冷蔵庫・加工施設・漁船等の再建に対する助成（又は無償リース） 

・漁業者の活動拠点である漁協事務所及び漁協所有の施設・タンクローリー・フ

ォークリフト・トラック等の被害に対する国の支援 

・漁協自営・共同利用体による漁船・漁具（定置網含む）・養殖施設等への支援 (国

の責任での復旧や無償リースなど) 

・民間の加工・製氷・冷凍・冷蔵施設・造船所等への国による支援 

 

ủ ⁸ ה  

    ①漁業共済・漁船保険に係る国の支援  

・被災漁業者の後年度掛金負担増、補償水準低下とならないよう対応  

②被災漁協等への支援 

・債務超過に陥る漁協への特別の措置 

・震災損失繰延資産勘定等の長期に亘る均等処理の適用とすること(２０年) 

 

⁸ ─  

    復旧・復興事業に係る被災漁業者の活用 

      ・復旧・復興事業への雇用 

      ・休漁漁業者の活用事業の創設 

 

 ⁸ ה ⌐╟╢  

被災漁業者の漁協自営・共同経営体への雇入れ方式による地域水産業復興への支援 

 

⁸₈⅜╪┌╤℮ ₉─  
水産業復興のために、地域に応じた柔軟な対応を図るための基金（全額国費による

取崩し型の基金）。 

 

漁船の再取得支援！ 
 

制度改正や新たな制度の創

設により、漁船等を再取得

できるよう支援すべき。 
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【Ⅻ】その他 
  

ủ ⁸ ─  

① 平成２３年度補正予算の編成に伴い、地方交付税を大幅に加算。 

② 税制上の特例措置に伴う税収減に関わらず、地方交付税の減額を行わない。 

 

ủ ⁸ כ●ꜞ♩─ ─  

 最近の石油需給のひっ迫等に鑑み、 

被災地の混乱の回避、財源の確保等のため、 

揮発油税等に係るトリガー条項を廃止する。 

 

○済 ⁸ ↄ∂ ─  

 復興宝くじの販売、復興競馬の实施、復興競輪・ 

オートレースの实施、復興モーターボート競争の 

实施し、収益金を被災者・事業者支援に活用する。 

 

○済 ⁸ ─ ♦☺  

①７月のアナログ停波、地デジスタートが計画通りにいくのか、早急な調査が必要。

完全实施日程を変えないとすれば被災地のアンテナ対策、支援措置を早急に打ち出す

べき。 

②被災地域においてアナログ放送を延期する場合に、アナログ放送設備の維持等に係

る費用を国が負担する。 

 

⁸ ⌐ ∆╢ ⁸ ⁸ ┼─  

ủ①救援活動や危険業務等に従事している自衛隊、警察官、消防士等の手当て、装備・

装具、燃料・食料・物資等の充实確保。 

 ②死亡者の対応にあたる自衛隊員・消防隊員・警察官・歯科医などの勤務体系の改善

を図るとともに、カウンセラーの常設、休養施設の設置など心身のケアを図る。 

 ③被災地で活動中に災害に遭った消防団員への十分な補償がなされるよう消防団員等

公務災害補償等共済基金を大幅に増額する。 

 ④予備自衛官制度を見直し、 民間人の登用制度の確立を図る。 

 

⁸ ⇔√ ─  

 航空自衛隊松島基地の改修及び被災した航空機始め機材の補修。 

 

 

トリガー条項の廃止！ 
 

被災地の混乱回避、財源の確保

のために、揮発油税等に係るト

リガー条項を廃止すべき。 

復興宝くじで被災者支援！ 
 

復興支援事業の一環として、 

宝くじ、競馬、競輪、オートレ

ース、競艇を開催し、被災者支

援に供するべき。 
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⁸ ┼─ ─  

①原発情報はじめ被災情報の諸外国への正確な情報の発信 

②在日外国人の安否確認の徹底及び生活支援、帰国支援等の手当の拡充。 

 

⁸ ⅛╠─ ⌐ ∆╢  

①海外からの支援チームの活動支援について格段の措置を講ずる。 

②諸外国からの支援状況を国民に分かりやすく広報する。 
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 ≢  
 

ה   
ה  ⌐ ∆╢√╘─ ─ ┘ ⌐ ∆╢  

 ○「きずな基金」の創設 

  ・ 国が、「きずな基金」に必要な資金３，２００億円を全額拠出 

 ○ 被災者生活再建支援基金に対する国による格段の措置 

  ・ 被災者生活再建支援基金に対する国による資金の拠出又は 

  ・ 被災者生活再建支援金に係る国の補助割合（１／２）の引上げ 

（被災者生活再建支援法の特例） 

 ○ 新たな住宅取得に５００万円まで支給 

  ・被災者生活再建支援金の支給額の上限額（３００万円）の引上げ 

（被災者生活再建支援法の特例（改正？）） 

 ○ 避難所での食事提供について国庫負担の引上げ（災害救助法第３６条の特例） 

  ・国庫負担率（上限９割）を引き上げ、地方負担分を軽減 

 ○ 災害弔慰金、災害障害見舞金の国庫負担の引上げ（災害弔慰金の支給等に関する法律第７条の

特例） 

  ・国庫負担率（１／２）を引き上げ、地方負担分を軽減 

 ○ 災害公営住宅の用地取得費への補助 

  ・災害公営住宅の建設に当たっての国の補助の対象に用地取得費を追加 

（公営住宅法の特例） 

 ○ 宅地の擁壁等の補修 

  ・宅地の擁壁等の補修に対する独立行政法人住宅支援機構による融資制度の創設 

（独立行政法人住宅金融支援機構法の特例） 

 ○ 震災特別保証による貸付保証枠の拡大、無担保・無保証人融資の实施 

  ・中小企業信用保険法の災害関連保証の貸付条件の特例を規定（激甚災害に対処するための特別

の財政援助等に関する法律第 12 条の特例に上乗せ） 

 ○ 中小企業者に対する資金の融通に関する特例（日本政策金融公庫の災害復旧貸付及び商工組合

中央金庫の危機対応業務について、事業規模の大幅な拡充、間接被害及び三次被害への幅広い適

用、貸付限度額の拡大並びに实質ゼロ金利での貸付けを行う。 

 ○ 既往債務の負担軽減（償還期間の延長） 

  ・小規模企業者等設備導入資金助成法の貸付金の償還期間の特例を規定（激甚災害に対処するた

めの特別の財政援助等に関する法律第１３条の特例に上乗せ） 

 ○ 間接災害・三次災害への対応 

  ・間接災害・三次災害について、中小企業信用保険法・小規模企業者等設備導入資金助成法等の

特例を規定 

 ○ 公園、街路、都市排水施設、上水道等についての補助率（現行１／２）の引上げ 

 ○ 激甚法の対象外の社会福祉施設の災害復旧に対する補助率（現行１／２）の引上げ 

 ○ 公立病院の災害復旧に関する補助等 

  ・国庫補助等により地方負担が生じないよう措置 

 ○ 民間病院の災害復旧に対する支援 

  ・国庫補助等により最大限の支援 

 ○ 港湾の付属施設・倉庫団地等についての補助等 

提言を実現するために必要と思われる主な法制上の措置（案） 
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  ・港湾の付属施設、荷役機械、環境整備施設、倉庫団地等、公共土木施設災害復旧事業費国庫負

担法・激甚災害法の適用対象とならない施設の災害復旧事業に要する費用の国庫補助及び資金

の無利子貸付け（港湾法の特例） 

 ○ 工業用水道の災害復旧の対する補助 

 ○ 港湾内の沈没物の引揚げ・処理等に対する補助 

  ・津波により港湾内に沈没した船舶、自動車等の引揚げ、処理等に対する補助制度の創設又は拡

充（沈廃船：国庫補助率の引上げ（１／３→２／３）） 

 ○ 道路、河川、港湾等の公共施設への激甚災害制度の適用 

  ・被災した地方公共団体で政令で定めるものについて、激甚災害制度の適用基準への該当性を判

断することなく、同制度を適用する。    （激甚災害法の特例） 

 ○ 空港についての補助 

  ・空港の災害復旧工事に要する費用の国の負担割合（８／１０）の９／１０への引上げ                           

（空港法の特例） 

 ○ 交通事業施設についての補助 

  ・交通事業施設（空港ターミナルビル、船舶・旅実施設、バス事業・貨物運送事業の施設等）の

災害復旧事業に要する費用に対する補助制度の創設（補助率２／３） 

 ○ 交通・物流ネットワークの復旧・復興 

  ・被災地における３セク鉄道路線・バス路線・離島航路等の維持のための国庫補助 

○ 健康保険等の保険料及び入院時食事療養費等の免除（健康保険法等の特例） 

  ・健康保険、厚生年金保険、船員保険等に係る保険料の自己負担分の免除 

・健康保険、国民健康保険、高齢者医療制度、船員保険、介護保険、障害者自立支援制度等に係

る食費及び居住費の自己負担分の免除 

・保険者に対する財政支援 

 ○ 健康保険法等の療養費の特例（健康保険法等の特例） 

・避難所において柔道整復師の治療を受けた場合等について、健康保険、国民健康保険、高齢者

医療制度、船員保険等に係る自己負担額を減免 

○ 被災事業所に対する社会保険料の免除等（健康保険法等の特例） 

  ・被災により賃金の支払いに著しい支障が生じている事業所について、健康保険、厚生年金保険、

船員保険等に係る保険料の事業主負担分及び児童手当の拠出金を免除 

・被災により賃金の支払いに著しい支障が生じている事業所について、健康保険、厚生年金保険、

船員保険等の標準報酬の改定の特例 

 ○ 住宅金融支援機構の貸付けの据置期間、受付期間の延長等の特例 

 ○ 地籍調査における自治体の負担の緩和 

  ・地籍調査に要する経費に係る国の負担割合（都道府県・市町村が行う場合は１／２、土地改良

区等が行う場合は２／３）の引上げ （国土調査法の特例） 

 ○ 内定取消の回避（雇用保険法の特例） 

  ・内定者を被保険者とみなして雇用安定事業等の対象とすること。 

  

 

ה   
ה  ─ ⌐ ╢ ─ ⌐ ∆╢  

 ① 所得税関係 

  ・雑損控除等の特例（雑損控除・災害減免法による所得税の減免を平成２２年分の所得税に前倒

しし、繰り延べ期間を５年に延長） 

  ・災害被害者に対する所得税の減免に係る所得要件の見直し（所得税の減免が受けられる災害減

免法の所得要件（１，０００万円）について撤廃も含めて検討） 

  ・住宅ローン控除の特例（住宅取得促進税制の適用（住宅ローン残高の１％を所得控除）の特例

により、家を失った場合でも控除を継続） 

  ・財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事实が生じた場合の課税の特例（財形住宅貯蓄等
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の目的外払出しに係る利子等の遡及課税の特例により、非課税措置を適用） 

  ・東日本巨大地震・津波災害等に関連する寄附に係る寄附金控除の特例（平成２３年分から２５

年分までの所得税において、寄附金控除の控除可能限度枠を総所得金額等の８０％に拡大。認

定ＮＰＯ法人等が募集する寄附について、指定寄附金として指定した上で、税額控除制度を導

入し、所得控除との選択制にする。） 

  ・被災事業用資産の損失の必要経費算入等に関する特例 

    ⑴ 被災事業用資産の損失について、平成２２年分の所得税の計算上、必要経費への算入を

可能とする。 

    ⑵ 青色申告者については、被災事業用資産以外の損失を含めて平成２２年分で純損失が生

じた場合、平成２１年分の所得税額のうち純損失に相当する部分の金額の繰戻還付を可能

とする。 

    ⑶ 被災事業者用資産の損失による純損失（⑵により繰戻還付された部分を除く。）を平成

２３年分以降５年間にわたって繰越可能とする。 

・被災者向け優良賃貸住宅の割増償却 

・特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例（被災区域内の土地等を譲渡・取

得する場合、原則として１００％の割合により、圧縮記帳による課税の繰り延べ） 

・被災代替資産等の特別償却（被災した建物、構築物、機械装置、船舶、航空機若しくは車両の

代替資産又は被災区域等において取得する一定の建物、構築物若しくは機械装置につき特別償

却） 

・買換資産の取得期間等の延長の特例（買換特例に係る買換資産の取得期間を２年まで延長） 

  ・被災農地の譲渡に係る課税の特例（被災農地を譲渡する場合に、譲渡所得に対する特別控除の

引上げ及び１００％の圧縮記帳による課税繰り延べを可能とする。） 

・被災農地の農業所得の非課税（津波被害を受けた農地について、開墾地免税制度を参考に、被

災農地で生じた農業所得に対しては、当面の間（５年程度）非課税とする。） 

 ② 法人税関係 

 ・東日本巨大地震・津波災害等による損失の繰戻しによる法人税額の還付（被災日以後１年の間

に終了する各事業年度において生じた欠損金額の全額について、当該事業年度開始の日前５年

以内に開始した事業年度の法人税額に相当する部分の繰戻還付を可能とする。仮決算の中間申

告書を提出する場合には、中間申告によっても還付を可能とする。） 

  ・利子・配当等に係る所得税額の還付（被災日以後１年の間に終了する各事業年度において生じ

た東日本巨大地震・津波災害等に係る損失金額について、利子・配当等につき源泉徴収された

所得税額のうち法人税額から控除しきれなかった部分の還付を可能とする。） 

・被災者向け優良賃貸住宅の割増償却 

・特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例（被災区域内の土地等を譲渡・取

得する場合、原則として１００％の割合により、圧縮記帳による課税の繰り延べ） 

・被災代替資産等の特別償却（被災した建物、構築物、機械装置、船舶、航空機若しくは車両の

代替資産又は被災区域等において取得する一定の建物、構築物若しくは機械装置につき特別償

却） 

・買換資産の取得期間等の延長の特例（買換特例に係る買換資産の取得期間を２年まで延長） 

・被災農地の譲渡に係る課税の特例（被災農地を譲渡する場合に、譲渡所得に対する特別控除の

引上げ及び１００％の圧縮記帳による課税繰り延べを可能とする。） 

・協同組合組織の貸倒引当金の特例（協同組合組織の貸出金や購買未収金等に係る所要の引当金

に対し、無税償却・税額控除など被災に伴う各種の税制特例を講じる。） 

 ③ 相続税関係 

  ・特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例（被災日前の相続で被災日以

後に申告期限が到来する者につき、東日本巨大地震・津波災害等の発生直後の価額によること

ができるものとする。） 

  ・被災した納税猶予対象農地に係る特例（大震災によって経営再開が困難になった納税猶予対象

農地については、経営廃止や耕作放棄をしたとみなさないこととする。） 

  ・非上場株式等についての納税猶予の要件緩和 
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 ④ 贈与税関係 

  ・特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例（被災日前の贈与で被災日以

後に申告期限が到来する者につき、東日本巨大地震・津波災害等の発生直後の価額によること

ができるものとする。） 

  ・住宅取得等資金に係る贈与税の特例に係る居住要件の免除等（住宅取得等資金の贈与税につい

て、住宅が滅失し居住できなくなった場合の住宅への居住要件を免除。居住要件を満たせない

場合の居住期限の１年延長。） 

  ・被災した納税猶予対象農地に係る特例（東日本巨大地震・津波災害等によって経営再開が困難

になった納税猶予対象農地については、経営廃止や耕作放棄をしたとみなさないこととする。） 

   ・非上場株式等についての納税猶予の要件緩和 

 ⑤ 自動車重量税関係 

  ・被災自動車に係る自動車重量税の還付（滅失・損壊した自動車について、納付済み自動車重量

税を還付） 

  ・被災者の買換え車両に係る自動車重量税の特例（被災者が新たに自動車を買い換える場合、自

動車重量税を免除） 

⑥ 登録免許税関係 

・東日本巨大地震・津波災害等により滅失・損壊した工場、事務所等の建物に代えて取得する建

物及びその敷地に供する土地につき、所有権の保存・移転登記、その取得資金の抵当権の設定

登記に係る登録免許税を免除 

・東日本巨大地震・津波災害等により滅失・損壊した船舶又は航空機を再建造又は新たな取得時

における保存登記に対する登録免許税を免除 

・被災農地、被災倉庫等に係る登録免許税を減免（阪神・淡路国税臨特法３７条・３８条と同様

の措置であれば免税） 

 ⑦ 印紙税関係 

・政府系金融機関等が被災者等を対象として行う設備資金等の特別貸付けに関して作成される消

費貸借に関する契約書について、印紙税を課さない。 

・東日本巨大地震・津波災害等により滅失・損壊した建物の代替建物及びその敷地の用に供する

土地の取得に係る不動産売買契約書又は損壊した建物の修繕に係る建設工事請負契約書につ

いて、印紙税を課さない。 

 

ה  ─ ╩ ∆╢√╘─ ─ ╩ ∆╢  

 ① 個人住民税関係 

  ・雑損控除の特例（雑損控除による個人住民税の減免を平成２３年分の個人住民税に前倒しし、

繰り延べ期間を５年に延長） 

  ・被災事業用資産の損失による純損失の繰越し可能期間を５年に延長 

  ・所得税の繰戻し還付を受ける者に対し、個人住民税を繰戻し還付 

 ② 固定資産税・都市計画税関係 

  ・津波等により实質使用不能となった土地、家屋及び農地に係る固定資産税・都市計画税につい

て、市町村が指定する区域において免税（条例でも対応可） 

  ・被災家屋の敷地とされていた土地について、住宅用地とみなし、引き続き固定資産税・都市計

画税を軽減（現行法でも２年間は軽減されている） 

  ・被災住宅用地に代わる土地を取得した場合、被災住宅用地に見合う分については住宅用地とみ

なし、当分の間、固定資産税・都市計画税を軽減 

  ・被災家屋に代わる家屋を取得し、又は改築した場合、被災家屋に見合う分について、当分の間、

固定資産税・都市計画税を軽減 

  ・滅失又は倒壊した事業用家屋・償却資産に代わる事業用家屋・償却資産を取得した場合、当分

の間、固定資産税を軽減 

 ③ 不動産取得税関係 

  ・被災家屋に代わる家屋用の土地を取得した場合、従来の土地に見合う分について、不動産取得

税を課さない（条例でも対応可） 
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  ・被災家屋に代わる家屋を取得した場合について、不動産取得税を課さない（条例でも対応可） 

 ④ 自動車取得税・自動車税・軽自動車税関係 

  ・被災自動車に代わる自動車の取得に係る自動車取得税・自動車税・軽自動車税の免除（条例で

も対応可） 

 

 ┘ ─ ╩ ∆╢  

 ・トリガー条項の廃止（租税特別措置法８９条（揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発

油税の税率の特例規定の適用停止）及び地方税法附則第１２条の２の９（揮発油価格高騰時にお

ける軽油引取税の税率の特例規定の適用停止）を削除） 

 

  
 ┘ ─ ה ⅛╠─ ─√╘─

 

 ① 総則的規定 

  ・目的、基本理念、国の責務 

 ② 農林漁業・農山漁村復興再生計画（復興のマスタープラン）の策定 

 ③ 農業分野・農村における復興再生のための特別措置 

  ○ 特別の財政援助及び助成（激甚法、暫定措置法等の特例等） 

   ・除塩事業に対する助成 

   ・区画整理事業に対する助成 

   ・かんがい施設等農業用施設の復旧事業に対する補助割合の引上げ 

   ・災害復旧事業における地方公共団体等の实質的負担の回避 

   ・農業者年金の保険料の免除等の特例 

   ・中央卸売市場の復旧事業に対する助成 

   ・農業協同組合等に対する支援の強化 

  ○ 金融上の特別措置 

   ・天災融資制度における貸付対象の拡大、貸付限度額の引上げ、償還期限の延長（天災融資法

の特例） 

   ・その他被災農業者に対する経営資金の融資の充实 

   ・農林水産業団体に対する保証保険制度の拡充等 

  ○ その他の特別措置 

    土地改良事業の申請に係る土地改良事業に参加する資格を有する者の同意要件の緩和（土地

改良法の特例） 

   ・原因者負担を伴う放射性物質除去事業の实施 

   ・被災農地の公有化事業の实施 

   ・被災した農業協同組合の合併支援措置の特例（農業協同組合合併助成法の特例） 

   ・農業協同組合の医療に関する施設の員外利用の制限の適用除外（農業協同組合法の特例） 

   ・農業委員会の委員の選挙期日等の特例 

   ・土地改良法・農振法と都市計画法の一体的運用 

 ④ 林業分野・山村における復興再生のための特別措置 

  ○ 特別の財政援助及び助成 

   ・海岸林その他林業用施設の復旧事業に対する補助割合の引上げ等による復旧の促進 

   ・被災した森林組合等の林業事業体に対する支援の充实 

   ・被災した仮設住宅建設用資材の提供事業者に対する支援 

  ○ 金融上の特別措置 

   ・林業及び木材産業に対する金融・保証支援の充实（林業経営基盤の強化等の促進のための資

金の融通等に関する暫定措置法の特例等） 

  ○ その他の特別措置 

   ・木質系災害廃棄物のバイオマス発電等への有効利用の促進 
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   ・国有林の活用等による仮設住宅の建設に必要な木材、合板等の資材の安定供給の確保 

   ・仮設住宅建設用地及びがれきの一時置き場の確保のための国有林野所有国有地の提供 

 ⑤ 水産業分野・漁村における復興再生のための特別措置 

  ○ 特別の財政援助及び助成 

   ・激甚法による水産業施設の復旧事業に対する補助割合の引上げ 

   ・災害復旧事業における地方公共団体等の实質的負担の回避 

   ・漁港、漁業用施設、共同利用施設、加工施設、造船所等の復旧及び整備の促進 

   ・漁船、漁具等の取得に要する費用の助成及びこれらの物のリース事業の实施 

   ・民間の加工施設、製氷施設、冷凍・冷蔵施設、造船所等に対する支援 

   ・漁業集落の地盤嵩上げ等漁村再建に対する支援 

  ○ 金融上の特別措置 

   ・経営再開のための資金の無利子、無担保、無保証、長期の貸付制度の創設（漁業近代化資金

融通法の特例等） 

   ・被災漁業協同組合に対する支援 

  ○ その他の特別措置 

   ・被災漁業協同組合の合併の支援（漁業協同組合合併促進法等の特例等） 

   ・漁船再保険及び漁業再保険特別会計における保険金の支払財源の不足に充てるための一般会

計からの繰入れ 

   ・海区漁業調整委員会の委員の選挙期日等の特例 

   ・放射能による海洋汚染の調査及び情報提供 

   ・廃棄水産物の処理事業における雇用等被災漁業者の雇用の確保 

   ・漁船等海底にある障害物の国による撤去及び処理 

 ⑥ 農林漁業・農山漁村復興再生基金 

  ○ 農林漁業・農山漁村復興再生基金の設置、国費の拠出等について定める。 

 

 

 ∕─  
ה  ⌐ ╢ ⌐ ∆╢  

 ・被災自治体が自由に使える「災害臨時交付金」の創設 

 ・他自治体の職員受入れに係る経費が交付金で全額措置されるよう、所要の規定を整備 

 

 23 ─ ─ ─ ⌐ ∆╢ │ ─ ╩

∆╢  

 ・平成２３年度補正予算の編成に伴い、地方交付税を大幅に加算 

 ・税制上の特例措置に伴う税収減にかかわらず、地方交付税の減額を行わない 

 

ה  ⌐ ╢ ─ ─ ⌐ ∆╢  

 ・東日本巨大地震・津波災害等により定足数を満たすことが困難な株式会社の取締役会の定足数（過

半数）を緩和すること（会社法第３６９条の特例）。 

 

ה  ⌐ ℮ ─ ⌐ ∆╢  

 ・東日本巨大地震・津波災害等に遭遇した者の生死が、平成２３年３月１１日から 1 か月間明らか

でないときは、遺族の申請により、失踪宠告をすることができるものとすること（民法第３０条

第２項の特例）。 

 

ה 10 ─ ⌐ ╢ ─ ⌐ ∆╢  

 ・緊急性の高い小口資金融資の緩和（過剰貸付け等の禁止（貸金業法１３条の２）の緩和であれば

立法措置が必要か。緩和の内容によっては、政省令又は運用で対応可。） 

   

11 ─ ─√╘─ ⌐ ∆╢ ─ ╩ ∆╢  
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 ・地域金融機関の基盤強化（地域金融機関が、中小企業・小規模事業者の金融支援に万全な対応を

図るという自らの機能を確实に果たすための基盤強化の枠組みを、早急に講じる。） 

 

ה 12 ⌐ ℮ ─ ─ ⌐ ∆╢  

 ・保険・年金等についての便宜を図るため、国民年金法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法、

私立学校教職員共済法等の法律に、行方不明者の「みなし死亡」を災害発生から１ヶ月を経過し

た場合に遺族の申請により認める特例措置の規定を設けること。 

 

ה 13 ⌐╟╢ ─ ─ ─√╘─ ⌐ ∆

╢  

 ① 経済的援助の实施 

  ・就学援助手当の支給 

  ・特別給付型奨学金の創設 

  ・学校への納付金の免除（私立学校については代替措置） など 

 ② 転入学の手続、教科書、学用品等の無償給与、課程修了の認定その他の教育行政に係る事務の

弾力的かつ円滑な实施 

 

14 ─ ─ ⌐ ∆╢ ─ ╩ ∆╢  

 ・災害復旧に関し新学校を新築する場合及び被災児童生徒を受け入れる学校が校舎等を増築する場

合の国庫負担を現行の１／２から引き上げること。 

 

ה 15 ⌐ ∆╢√╘─ ⌐ ╢

 

 ① 私立学校施設災害復旧事業に対する補助の特例 

  ・国は、東日本巨大地震・津波災害等により被害を受けた私立の学校の用に供される建物等の災

害の復旧に要する工事費及び事務費について、当該私立の学校の設置者に対し、その２／３を

補助すること。 

 ② 専修学校及び各種学校施設災害復旧事業に対する補助 

  ・国は、東日本巨大地震・津波災害等により被害を受けた専修学校又は各種学校の用に供される

建物等の災害の復旧に要する工事費及び事務費について、当該専修学校又は各種学校の設置者

に対し、予算の範囲内において、２／３を補助することができること。 

 ③ 日本私立学校振興・共済事業団による私立学校教育に対する援助の特例 

  ・日本私立学校振興・共済事業団は、東日本巨大地震・津波災害等により被害を受けた私立の学

校又は専修学校若しくは各種学校の設置者に対し、通常の条件よりも有利な条件で資金を貸付

け、貸付金に係る元金の償還及び利息の支払いを猶予する等必要な援助に努めること。 

 

β ─ ┘ ─ ⌐ ∆╢ ─ ╩ ∆╢  

 ・心のケア、学習支援等のため教職員を増員すること。 

 

16 ⅜ ⌐ ╢ ─ ╩ ∫√ ⌐⅔↑╢ ⌐╟╢ ─ ⌐

∆╢  

 ・財政難の学校が学生等の支援を行う場合にそれを補助する制度について特別立法により創設する

こと。 

 

17 ─ ┘ ⌐ ∆╢ ─ ₈ ₉─

≤∆╢↓≤╙ ⅎ╠╣╢⅛  

 ・都道府県教育委員会は、災害の発生により市町村教育委員会がその全部又は大部分の事務を行う

ことができなくなったときは、当該市町村教育委員会の事務の全部又は一部を当該市町村教育委

員会に代わって行わなければならないこと。 
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ה 18 │ ─ ╩ ∆╢  

 ・事業再開資金の給付や無利子貸付等を行う基金の設置 

 ・又は、地方自治体が設置する同様の基金に対し国庫補助を实施 

 

ה 19 ─ ⌐ ╢ ─ ⌐ ∆╢  

 ・仮設工場・仮設店舗等について救助の対象とする。 

 

ה 20 ⌐╟╢ ─ ┘ ─ ⌐ ∆╢  

 ・災害ゴミの処理費用について、国が全部を負担できるようにする。 

 ・災害ゴミ捨て場の確保について国及び県の支援の特例を規定 

 ・し尿処理についての国・県の費用負担や一部処理の支援の特例を規定 

 

21 ─ ╩ ∆╢  

ה  ⁸ ⌐⅔™≡ ╛ ⁸ ⁸ ─ ╩

℮ ⌐⅔↑╢ ─ ╩ ─ ⅛╠ ⅝ →╢↓≤⁹ 

 

22 ─ ╩ ∆╢  

 ・都道府県等による市町村事業の権限代行制度の創設 

 

ה 23 ╩ ↑√ ⌐⅔↑╢ ─ ┼─ ⌐ ∆╢

 ( )  

・被災地復興のために行われる公共事業に被災失業者が一定の割合（最大４０％）で雇用されること

を確保すること。 

 

24 ─ ╩ ∆╢  

・被災失業者の失業給付の所定給付日数を延長すること。 

 

ה 25 ╩ ↑√ ─ ─ ⌐╟╢ ─ ⌐ ∆╢

 

・雇用労働者への転職を余儀なくされた被災自営業者に対しても公共職業訓練の受講を無料とし、訓

練手当等を支給すること。 

 

ה 26 ⌐ ∆╢√╘─ ─ ⌐ ∆╢  

 ・墓地以外の区域に埋葬等を行うことを認めること。（墓地、埋葬等に関する法律第４条第１項の

特例） 

 

27 ─ ╩ ∆╢  

 ・指定公共機関に介護支援専門員（ケアマネージャー）を追加（第２条第５号の改正） 

 

28 ─ ╩ ∆╢  

 ① 瓦礫の処理 

・救助の種類に瓦礫の処理を加える。（第２３条第１項の改正） 

・瓦礫の処理費用については、国が全額負担すること。 

 ② 避難所及び応急仮設住宅の提供 

・避難所及び応急仮設住宅の提供費用については、国が全額負担すること。 

③ 自治体が自発的に行う救援物資の輸送・保管、職員の派遣等の費用について、災害救助法の国

庫負担の対象とすること。 

 

29 ─ ╩ ∆╢ │ ה ⌐ ℮

─ ⌐ ∆╢  
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 ・被災した障害者福祉施設では障害福祉サービスの新体系への移行準備が困難であることを踏まえ、

新体系への移行期限を延長（障害者自立支援法附則第 1 条第 3 号の改正又は特例） 

 

 

 ≢  
 

  

  ⌐╟╢ ⌐≈™≡─ ┘↓╣⌐ ⇔ ∆

═⅝ ─ ⌐ ∆╢ ─ ╩ ∆╢  

  ・現在６月末まで延長されている有価証券報告書の提出期限をさらに延長する。 

 

  

  ⌐ ∆╢ ─  

  ・地籍調査及び防災集団移転促進事業に要する経費については、特別交付税の算定方法の特例を

設けることにより、地方公共団体の負担の軽減する（同省令第２条第１項及び第３条第１項の

特例）。 

  ⌐ ╢ ─ ╩ ╘╢ ─  

  ・１１条の２（特殊公務に従事する非常勤消防団員の特例）の改正により、被災地での活動中に

災害に遭った非常勤消防団員への損害補償を拡充 

 

  

  ⌐╟╢ ⌐≈™≡─ ┘↓╣⌐ ⇔ ∆

═⅝ ─ ⌐ ∆╢ ─ ╩ ∆╢  

  ・適用すべき措置として、民事調停法による調停の申立ての手数料の免除を追加すること等（特

定非常災害特別措置法第２条第２項及び第６条に基づく政令）。 

  ─ ─ ┘ ─ ╩ ∆╢ ╩ ╘╢

 

   罹災都市借地借家臨時処理法の規定を東日本巨大地震・津波災害及びその被災地区に適用する

ための政令を制定することにより、 

  ・被災者たる借家人が新たに建築された賃貸物件に優先的に借家権を得ることを可能とする同法

第１４条 

  ・借地人において借地上の建物を登記する事によって借地権を確保していた場合に建物が滅失し

ても借地権が失われることがないよう５年間確保することを可能とする同法第１０条 

  ・借地権の残存期間が１０年未満の場合には１０年間に延長することを可能とする同法第１１条 

  などの規定を適用すること。 

 

  

   ⌐ ∆╢ ─ ⁸ ⌐ ∆╢ ─ ⌐ ∆╢ ─ ╩ ∆

╢  

  ・災害減免制度の適用を受けるための手続を簡素化する。 

 

  

  ─ ⅝ → 15 ─ 3─  

ה   ─ ─ ⅝ →╩ ∆╢↓≤⁹ 

  ─ ─ ⁸

─  

 ・被災企業のみならず、域外に移住した被災者の雇用事業主にも助成を行うこと。 

 ・住宅付きで被災者を雇用した事業主に割増助成を行うこと。 

  ⌐ ≠ↄ ─  
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・理容師・美容師が避難所で行う生活衛生改善について費用を国庫負担 

  ─  

  ・被災地に医師・歯科医師・薬剤師・看護師等を派遣した医療機関等について、人員基準等の要

件を当面の間緩和（医療法第２１条第１項第１号に基づく医療法施行規則第 19 条等の特例） 

 

  

  ─ ⌐ ╢ ─  

  ・農地転用の際の提出書類等を簡素化すること（手続の枠組みそのものを変更する場合は、農地

法改正）。 

ה   ⌐╟╢ ⌐≈™≡ ╩ ↕∑╢√╘─ ─  

  ・天災融資法においては、対象となる災害を政令で指定することとなっており、東日本巨大地震・

津波災害等についてもその対象とすること。 

  ─  

  ・被災により土地改良事業負担金の支払が困難となった者について、負担金の支払猶予及び無利

子化についての特例を設けるため、土地改良法施行令を改正すること。 

  ─ ⌐ ╢ ┘ ─  

  ・競馬の開催日の特例を設けること。 

  ・ＪＲＡが得た資金の使途を拡大すること。 

  ─ ⌐ ∆╢ ─  

 ・地方公共団体が所有する、漁業活動にとって不可欠な荷さばき所、製氷冷凍冷蔵施設等を共同

利用施設（暫定法第１条の３）に含める改正を行うことにより、これらの施設についても暫定

法上の災害復旧の対象とすること。 

  ⌐ ∆╢√╘─ ─ ⌐ ∆╢ ─  

 ・小型漁船のトン数の要件（上限５トン）（施行令第２３条第３項）を緩和することにより、補

助対象の拡充を図ること。 

 

  

  ⌐ ∆╢ ╩ ╘╢ ─  

  ・電気設備に関する技術基準を厳格化（耐震設計面の強化、送電系統の二重化） 

 

  

  ┘ ─  

  ・鉄道施設の高強度化（改良復旧）に対する補助（施行令第１条の改正又は特例） 

  ・災害復旧事業に要する費用に係る国の補助割合（１／４）の１／２への引上げ（施行令第２条

の改正又は特例） 

  ・災害復旧事業に要する費用の補助を受けることができる鉄道事業者の赤字要件の緩和（施行規

則第１５条の３第２項・第３項の特例） 

  ─√╘─ ⌐ ╢ ─ ─ ⌐ ∆╢ ─  

  ・防災集団移転促進事業に要する経費に係る国の補助割合（３／４）の９／１０への引上げ（施

行令第２条の改正又は特例） 

  ・移転先の住宅団地の最低規模要件の緩和（施行規則第１条の改正又は特例） 

  ─  

公共土木施設に係る災害状況の報告、国庫負担の申請、成功認定の申請に係る提出書類の簡略ה  

化（施行規則第４条、第５条、第１２条及び各条に係る様式の改正又は特例） 

 

  

  ─ ⌐ ∆╢  

  ・災害派遣等手当及び死体処理手当の増額 

  ∂╝≈ ⌐ ∆╢ ─  

  ・賞恤金を１．５倍に引き上げること。 
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  ─ ⁸ ⁸ ⌐ ∆╢ ─  

  ・予備自衛官の階級・昇進における制約を除くこと。 

 

  

   

  ・特殊勤務手当のうち、災害関連の手当の増額 
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原発被害への対応も急がなければならない。このため、『原発事故被害に関する特命委

員会』及び『エネルギー政策合同会議』の議論を加速させ対策を取りまとめるが、当面

の指摘事項は以下の通り。 

 

○“電力復旧についての「夏まで」＋「年間」＋「３ヶ年」３段階計画”の策定。 

 エネルギー基本計画の見直し。 

○周波数変換所と送電設備の早急な手当て、東清水変換所の増設工事（Ｈ２６完成予定）

の前倒しを含め増設。 

○電源開発が所有する北海道・本州間の送電線の容量の増強。 

○ＩＰＰ・大手企業などで発電設備を東電管内等に作る場合に、税法・金融上の特例補

助等により支援。 

○火力発電所の増設や出力増、ガスタービンの緊急配備にかかる輸入や環境アセスメン

ト法、電事法の手続き緩和、必要な場合特例法の制定。 

○東京電力…企業や経営者を守るのではなく、現時点で地域独占の電力事業者の事業継

続能力を維持させる…政府系金融の出資、融資等。 

○計画停電の夏場に向けてのルール化 

 政令の復活、現状（オイルショック当時は石油の使用量を抑える目的、今回はピーク

時の電力使用量の抑制）に適応するような形に改訂 

○原発の放射性物質の飛散により、風評被害も含め農・漁村、商店街は甚大な被害を受

けている。原発による被害に対しては別途の基金を創設すべきである。 

○原子力災害派遣及び御遺体搬送等に従事する自衛官への手当・「賞恤（しょうじゅつ）

金」等の引き上げ措置。 

○原子力災害における作業時の自衛官の装備、装具の充实（交換）。 

○原子力災害に対応する化学防護隊の充实強化。 

○福島原発２０～３０ｋｍ圏内の医療・薬局・生活支援の仕組みの構築。 

○出荷停止等の被害を受けた生産者や関係事業者に対して、万全の補償を行うこと。出

荷自粛や風評被害により売上が減尐した農畜産物等についても同様に万全の補償を行

うこと。 

○原子力災害避難により営農継続が困難に陥る農業者に対し再開及び転廃業に要する補

原発・エネルギーに関する指摘事項 
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償、または再生産に向けて可及的速やかに復旧を進め、土壌の安全宠言および安全確

保を行うこと。 

○放射性物質の影響を受けて原乳（生乳）の出荷停止指示が出ている福島県及び茨城県

については、迅速に適切な廃棄処分を講ずる。廃棄した原乳代・飼料代・労働費等の

实質的な損害に加え、風評被害によるその他の農畜産物の損害についても補償するこ

と。補償額の算出にあたっては、昨年の青色申告を参考にし、増減頭数については按

分して計算すること。 

○福島第１原発から半径２０キロ圏の避難指示区域内の農家（畜産農家含む）について

は被害の全額補償をするとともに、休業補償及び再建費用等についても補償すること。

半径２０～３０キロの屋内・自主避難区内についても２０キロ圏内と同様の措置を講

じること。 

○震災及び放射性物質の影響を受けた県に対しては、「肉用牛肥育経営安定特別対策事

業（新マルキン）」「肉用牛繁殖経営支援事業（子牛補給金の補完事業）」「養豚経営安

定対策事業」の算定基準について、全国平均とせず特例的に地域の实情を十分に反映

した県毎の算出方法を採用すること。 

○出荷制限が長期化すれば、わが国全体の生乳の需給に影響を及ぼすことから、制限解

除に向けて放射性物質の検査・判定を計画的かつ頻繁に行うとともに、制限解除をし

た場合は、消費者に速やかに情報を提供して風評被害の防止に努めること。また、放

射性物質が検出された対象が、飼料か水か家畜自体かを明確にすること。 

○飼料用草地の土壌に放射性物質が残留した場合、休耕補償や代替地を確保する資金に

ついても補償すること。 

○農畜水産物をはじめ、木材、工業製品、輸送関係等における風評被害対策に万全な対

応を行うこと。 

○医師・歯科医師・薬剤師・看護師等はボランタリーに派遣しているため、２０～３０

キロ圏内は、国の責任で派遣すること。 

○原発調査に関しては広範囲にモニタリングすること。 

○福島県における業者による水道管工事等の敬遠に対して改善を図ること。 

○復旧作業員等の大量被ばくに備え、造血幹細胞の事前採取を行うこと。 

○復旧作業に従事している自衛隊員の寝所等の待遇改善を図ること。 

○地震や津波の被害が深刻なガス事業者への震災復旧に要する費用の一部補助等の支援

を行う。 

○被災者へのＬＰガス供給の支援（料金免除、設備設置費用の免除に係わる国等による
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補てん）を行う。 

○ＬＰガスの安定供給を確保（国家備蓄の放出や被災ＬＰガス充填所の修復）する。 

○ＬＰガス一次基地（輸入基地）、二次基地の災害復旧支援及び災害対応能力の強化支援

を行う。 

○学校、公民館等への災害対応設備（燃料電池や太陽光発電、蓄電池、暖房設備等）の

常時設置に対する支援を行う。 

○中長期のエネルギー政策として代替エネルギー（太陽光等）の導入、ＬＥＤ、スマー

トメータ等、省エネ体制の早期整備 

○エコポイントを活用した節電や自家発電施設の整備支援、省エネ機器の普及 

○国際的な風評被害対策として、日本の農産物や製品等を輸入している各国を中心に的

確の情報提供と「安全性」のアピールに資する国による物産展や展示会の開催支援 

○国・商工会議所等が放射能に対する安全性を公的に証明する「品質保証」を行う仕組

みを構築する。 

○原発被害による避難者に対する一時金（仮払金）や被害を受けた農水産業者等への一

時金（仮払金）についても、早急に方針を定め、国主導で進めること。 

○将来の復興ビジョン、特に、国土の再構築、エネルギーのあり方について具体的方向

性を示す。 

○風評被害等による深刻な影響を踏まえた観光振興、訪日旅実促進（全国、特に東北地

方） 

○震災特別立法に際し、福島原発関連自治体について、避難時期が長期にわたる場合も

勘案した手当てを検討する。 

○原発周辺地域における衣類のクリーニングの取扱いについて、国は明確な基準を示す

べき。 

○計画的避難区域等が指定された場合の被災者支援策を講じる。 

○医療機関・薬局・医薬品製造・流通関係については電力総力規制の適用除外など適切

な対応をすること。 


